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平成２６年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

                            平成２６年９月３日（水曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ５ 番 佐藤一則議員 

      １．小学校の統廃合について 

      ２．地球温暖化対策について 

      ３．災害に対する備えの強化と生活安全確保について 

    ２０番 山本はるひ議員 

      １．子ども部新設と組織見直しについて 

      ２．宿泊体験館メープルの利用拡大について 

    １２番 鈴木 紀議員 

      １．水道事業について 

      ２．英語教育の充実について 

    １ 番 藤村由美子議員 

      １．合併１０年にむけた検証について 

      ２．市民税等の出納に際し、市が金融機関に支払う手数料について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（中村芳隆君） 一昨日、会議録署名議員に

11番、髙久好一君と12番、鈴木紀君を指名いたし

ましたが、平成26年第２回定例会６月議会で指名

しておりましたので、13番、磯飛清君と14番、眞

壁俊郎君に訂正いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 佐 藤 一 則 君 

○議長（中村芳隆君） 初めに、５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 皆様、おはようございます。 

  議席番号５番、ＴＥＡＭ那須塩原、佐藤一則です。 

  通告書に従い、市政一般質問を行います。 

  ただいま、議場コンサート、ファゴットとオル

ガンによるデュエットがありました。私の認識不

足で、ファゴットとはどんな楽器でどんな音が出

るのかわからなく、初めての出会いにわくわくし

ていました。モーツァルトに会ったことはないの

ですが、モーツァルトがこの議場に登場したよう

な錯覚を覚えたところであります。その調べの余

韻がさめやらぬところでございますが、ここで切

りかえて質問に入ります。 

  １、小学校の統廃合について。 

  文部科学省の調べによると、平成４年度から平

成23年度の20年間で約6,800校余りの公立学校が

廃校となっています。平成16年度の577校をピー

クにやや減少傾向を示したものの、近年、年間約

500校近くの公立学校が廃校となっています。廃

校活用の状況を見ると、建物が現存し、うち何ら

かの活用が図られているケースが７割で、残り３

割が未使用となっており、その活用を促すことが

課題となっています。特に少子・高齢化が進む農

山漁村地域においては、地域コミュニティーのシ

ンボル的存在である小中学校の廃校は、さらなる

過疎化を加速させ、地域コミュニティーの活力低

下を招くのではないかと危惧されています。廃校

となった小学校を再生可能な財産として捉え、さ

まざまな形で有効活用を図り、地域の活性化に結

びつけていくことが望まれています。 

  本市においても、小中学校適正配置基本計画に

より平成28年度までに統廃合により、小学校４校

が廃校になり、寺子小学校もそのうちの１校です

ので、鍋掛小学校と寺子小学校の統廃合の次の点

についてお伺いします。 

  ⑴統廃合の進捗状況についてお伺いします。 

  ⑵説明会や意見交換会で、地元からどのような

意見や要望があったのかお伺いします。 
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  ⑶跡地利用についての考えをお伺いいたします。 

  以上、最初の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） それでは、佐藤議員の

質問に順次お答えをしたいと思います。 

  まず、統廃合の関係ですが、進捗状況と意見、

要望等については関連がありますので、まとめて

お答えをしたいと思います。 

  鍋掛小学校と寺子小学校の統廃合の内容等につ

きましては、平成25年12月議会の一般質問におき

まして佐藤一則議員から質問が出ておりまして、

お答えをしておりますので、それ以降の進捗につ

いてご説明をさせていただきます。 

  これまでに、統廃合の時期につきましては、平

成27年４月１日、また学校の名称につきましては

「鍋掛小学校」とすること、また校章は現在の鍋

掛小学校のものを継続して使用する、校歌につき

ましては、現在の鍋掛小学校のものを一部変更し

て使用するということが決定しております。２月

には各校の学区におきまして地域説明会を開催し

たところでございます。 

  説明会の際には、今まで特色ある教育活動が行

われてきたので、統合後も成功体験ができるよう

な活動を続けてほしいというようなご意見、また学

校が行っている交流授業の様子を見たが、先生方

が協力的で安心をした、子どもたちも打ち解けてく

れてほっとしたなどのご意見をいただいております。 

  ことしの４月になりまして、寺子小学校のＰＴ

Ａ部会の方々と一緒に、中型バスを使いまして試

走を行っております。スクールバスの停留場所や

ルートについて調整を行ってきたところです。 

  現在は、記念碑や学校の歴史の保存方法、また

ＰＴＡの会則等についてすり合わせ、部活動の持

ち方など細かい部分について、各専門部会におい

て協議を続けているところでございます。 

  去る７月５日にはＰＴＡの交流事業としまして、

鍋掛公民館の体育館を使いまして、保護者のドッ

チボール大会を行ったところでございます。 

  今後も、統廃合準備委員会の中で丁寧に協議を

していきたいと考えているところです。 

  最後に、３番目の跡地利用についてお答えをい

たします。 

  跡地の利用につきましては、８部局２支所の代

表から成ります庁内の小中学校跡地活用庁内検討

委員会の中で検討を行っております。 

  寺子小学校の活用につきましては、５月13日の

鍋掛地区の自治会長の役員さんの皆さんに、また

８月５日には鍋掛地区の自治会長全員の方との意

見交換会を行っております。その交換会では、平

成22年２月ごろから地元で協議をしてきたという

ご意見も提案として出されたところでございます。

現在、これらのご意見をもとに、庁内検討委員会

で検討を進めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） ただいま答弁をいただきま

した⑴、⑵について一括して答弁をいただきまし

たので、一括して再質問をいたします。 

  統廃合の時期、平成27年４月１日に向け、学校

名、校章、校歌が既に決定し、記念碑や学校の歴

史の保存方法、ＰＴＡ会則等の細部についての継

続協議については理解したところであります。 

  寺子小学校のＰＴＡ部会員と一緒に中型バスで

試走を行い、停留場所やルートについて調整を行

っているということですが、これは下校時も含め

てとしてよろしいのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 
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○教育部長（伴内照和君） お答えいたします。 

  スクールバスにつきましては、登校はもちろん

ですが、下校につきましても低学年、また高学年、

部活動と、それぞれの時間帯を検討しながら、現

時点では下校時には３本のスクールバスを運行す

る予定で調整を進めているところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） それらの運行につきまして

は、寺子小学校の部会員の方からの要望どおりと

いうことでよろしいのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） お答えいたします。 

  これまで、部会の方とも何度か協議を進めてい

る中で、具体的には寺子地区から鍋掛小学校に向

かうルートとして２ルートを検討しております。

１つは、望田、平場等通ってあじさい橋から鍋掛

小学校へ、もう一つにつきましては、豊岡、寺子、

杉渡戸を通って昭明橋から小学校へと、それぞれ

地元の方々のご要望、ご意見を反映する形で検討

しているところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） それにつきましては、よく

わかりました。 

  これまで統廃合準備委員会の中で丁寧な説明、

協議により、順調に進捗していることを理解する

とともに、大変うれしく思っております。 

  統廃合まで７カ月を切っております。残された

幾つかの協議事項も、円滑に平成27年４月１日が

迎えられるよう、今後ともよろしくお願いを申し

上げます。 

  ⑶について、再質問をいたします。 

  自治会長会からどのような意見が出されたのか

お伺いします。また、地元で協議してきた意見は

どのようなものかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） お答えいたします。 

  自治会長会、また地元の全体の会議の中で、何

点か案という形でお示しをいただきました。 

  一つには、寺子５地区の自治公民館を集約する

形は検討できないかとか、あとは避難所として継

続的に利用できないか、また、老人等が集えるよ

うな集会施設はどうであろうかとか、道の駅、ま

たコミュニティーの拠点であるとか、そういったも

のが自治会長会の中で出された意見でございます。 

  また、平成22年から地元で検討してきた内容に

つきましては、仮称ではありますが、「ふれあい

寺子屋」というような名称の中で幾つかご意見を

いただいております。その中で数的にはかなり出

ているわけですが、例えば天体観測の教室に活用

できないかとか、工房を設置できないか、また宿

泊施設であるとか、寺子の歴史教室、そういった

ものを残せないか、また老人保健施設的なものが

設置できないか、それと農産物直売所なども併設

できないかと、いろいろ検討された意見について

いただいているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） たくさんの要望、意見が出

されているということでございますが、廃校によ

ってさらなる過疎化を加速させないよう、跡地の

有効利用を図りまして、地域の活性化に結ぶよう

な廃校の利用ということで、今後もどうぞよろし

くお願いを申し上げまして、次の質問に入ります。 

  ２、地球温暖化対策について。 

  私たちの社会は、さまざまな背景により形づく

られており、その一つに、それぞれの地域の気候
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があります。その気候が、地球規模で私たちが経

験したことのないものに変わりつつあります。現

在の地球は、過去1400年で最も暖かくなっていま

す。この地球規模で気温や海水温が上昇し、氷河

や氷床が縮小する現象、すなわち地球温暖化は、

平均的な気温の上昇のみならず、異常気象（熱

波）や大雨・干ばつの増加などのさまざまな気候

の変化を伴っています。その影響は、早い春の訪

れなどによる生物活動の変化や、水資源や農作物

の影響などで既にあらわれています。将来、地球

の気温はさらに上昇すると予想され、水、生態系、

食糧、沿岸域、健康などで、より深刻な影響が生

じると考えられています。 

  20世紀半ば以降に見られる地球規模の気温の上

昇、すなわち現在問題となっている地球温暖化の

支配的な原因は、人間活動による温室効果ガスの

増加である可能性が極めて高いと考えられていま

す。大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果

ガスには、海や陸などの地球の表面から地球の外

に向かう熱を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻

す性質（温室効果）があります。18世紀半ばの産

業革命の開始以降、人間活動による化石燃料の使

用や森林の減少などにより、大気中の温室効果ガ

スは急激に増加しました。この急激に増加した温

室効果ガスにより、大気の温室効果が強まったこ

とが、地球温暖化の原因と考えられていますので、

本市の取り組みについてお伺いします。 

  ⑴本市の最新の温室効果ガス排出状況と排出量

削減目標をお伺いします。 

  ⑵家庭や事業所・商店などからの温室効果ガス

排出削減に対して本市の果たす役割についてお伺

いします。 

  ⑶再生可能エネルギー導入拡大に向けた施策に

ついてお伺いします。 

  ⑷環境負荷の少ない生活様式の定着促進の施策

についてお伺いします。 

  ⑸環境負荷の少ない事業活動の取組促進の施策

についてお伺いします。 

  ⑹環境負荷の少ない集約型都市構造への転換の

施策についてお伺いします。 

  ⑺森林吸収源の確保の施策についてお伺いしま

す。 

  以上、２つ目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） それでは、地球温

暖化対策についてお尋ねがございましたので、順

次お答えをいたします。 

  本市では、短期目標を平成28年度、中期目標を

平成32年度とした市地域地球温暖化対策実行計画

「区域施策編」を昨年６月に策定し、同年10月よ

り計画を推進しているところでございます。 

  ⑴の本市の最新の温室効果ガス排出状況と排出

量削減目標についてですが、排出量は直近の集計

結果である平成23年度が二酸化炭素換算の重量で

119万1,000ｔであります。また、排出量削減目標

は、平成21年度を基準とし、平成28年度までに

８％の削減、平成32年度までに15％の削減として

おります。 

  ⑵の家庭や事業所・商店などからの温室効果ガ

ス排出削減に対してでございますが、本市の果た

す役割、これにつきましては、家庭や事業所など

が地球温暖化防止の取り組みを進めるために、市

民、市民団体、事業者団体、行政から成る62名の

委員で組織する環境連絡会と連携いたしまして、

必要な仕組みを整備するとともに、意識啓発や情

報提供などの支援を行うことであり、去る８月19

日にも今年度第１回の環境連絡会を開催し、意見

交換をしたところでございます。 
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  ⑶の再生可能エネルギー導入拡大に向けた施策

についてですが、太陽光発電の普及促進のため、

平成24年度より一般住宅向け太陽光発電装置の設

置に対して補助を行っておるところでございます。 

  また、県や関係機関と連携し、小水力発電や木

質バイオマスなどの地域に即した再生可能エネル

ギーの導入を促進することとしております。 

  ⑷の環境負荷の少ない生活様式の定着促進の施

策についてですが、それには、まず、市民一人一

人の気づきが重要です。家庭から排出される二酸

化炭素の量やそれに伴う光熱費、これを知ること

で環境に配慮した行動を始めるきっかけとするた

め、本年度から、那須塩原市版の環境家計簿、こ

れを全戸に配布し、取り組みを呼びかけていると

ころでございます。 

  ⑸の環境負荷の少ない事業活動の取組促進の施

策についてですが、商工会と連携した中小事業者

からの省エネや二酸化炭素削減等に関する相談体

制づくり、一般財団法人省エネルギーセンターを

活用した無料省エネ診断の実施、市役所の環境マ

ネジメントシステムをもとに、中小事業者向けに

作成した環境マネジメントシステムの普及促進に

取り組んでおります。 

  ⑹の環境負荷の少ない集約型都市構造への転換

の施策についてですが、こちらにつきましては都

市計画マスタープランに基づき、計画的な土地利

用の推進に取り組んでおります。 

  ⑺の森林吸収源の確保の施策については、森林

が持つ二酸化炭素吸収機能を高度に発揮させるた

め、関係機関と連携し、計画的な間伐等の森林管

理、伐採跡地への再造林を促進するほか、森林の

整備需要を喚起するため、間伐材を初めとする地

場産材の利用促進等でございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） ただいま２番目の答弁をい

ただきました。これにつきましては、⑴から⑺まで

関連していますので、一括して再質問をいたします。 

  昨年６月に作成された那須塩原市地球温暖化対

策実行計画「区域施策編」により、同年10月より

計画推進しているということでございますが、初

めに、温室効果ガスには二酸化炭素のほかにメタ

ンや一酸化二窒素ほか計６種類のガスが対象にな

っていますので、二酸化炭素にどのようにして換

算しているのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） やや専門的な話で

ございますが、こちらの排出量の換算につきまし

ては、国が示した大きなところの数値、これを栃

木県のほうにも配分した数値があります。それに

基づきまして、本市の幾つか計算数がございます

が、そういった指数等を使って実際に算出をして

いるということでございまして、先ほど直近の集

計結果で119万1,000ｔと、このように申し上げま

したが、イメージとしてわかりやすい例えで言う

と、およそ東京ドームで約490杯分と、このよう

な数字というふうに考えていただいて結構でござ

います。そういう仕組みになっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） これは６種類ある中で二酸

化炭素に換算しているということは、一番排出量

の大きい二酸化炭素に合わせているということで

よろしいのですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 議員お尋ねの中で、

そのような換算の方法について今ご指摘がありま

したが、そのような理解で進めております。特に
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二酸化炭素につきましての排出量というものは、

各業務あるいは産業、そういったものでの占める

ところからそういったものも取り込んで、一般的

な二酸化炭素の排出量総体という捉え方で進めて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） それにつきましては理解し

たところであります。 

  次に、短期目標として、平成28年度までに８％、

中期目標を平成32年度までに15％削減するという

ことですが、この数値は京都議定書で日本に割り

当てられた数値と関連はあるのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） この数値の設定の

仕方についても若干説明が必要かと思いますが、

現状の趨勢による推定値、こういったものから本

市の各部門における削減、これは例えば産業部門

であったり、民生の家庭部門、あるいは民生業務

部門、これは一般的に営業とか、そういった民間

活動の分野でございますが、それに運輸部門と、

こういった各部門の削減目標を先ほど申し上げま

した環境連絡会等々の会合の中でももんでいただ

いて、11％程度の削減は可能であろうということ

から設定をいたしまして、そのほか本市の例えば

市民、事業者、そういったところからさらなる削

減に取り組んでいただきたいと、取り組むべきだ

ということで、４％削減ということで、合わせて

15％という数値を設定をしたところでございます。

言わば本市の現況から推して、そのような数値の

設定をさせていただいたということでございます。 

  もう一つ、国・県が掲げている削減がございま

す。これは佐藤議員ご指摘のように、例えば東日

本大震災によりますいわゆる電源構成の変動とい

うことがございまして、国・県は平成20年までを

目標として、当初1990年比で25％というものを打

ち出しましたが、先ほど申し上げましたような東

日本大震災等により、電源構成の変動ということ、

あるいは京都議定書の約束の期間が終了というこ

とから、見直しをかけまして、国は、平成20年度

までに3.8％の削減、これは2005年比でございま

すけれども、平成５年比で2020年度までに3.8％、

県におきましては同様に4.7％の削減という現在

数値を打ち出しております。 

  本市ですが、先ほど申し上げましたように、昨

年そういった環境連絡会等を通じまして目標値を

設定はしたところでありますが、計画書ができて、

すぐにそういった数値の変動ということ、外部環

境も変わってきたということから見直す必要もあ

るのではないかなという感じはしておりますが、

できて、まだ実行推進して１年でございますので、

今後そういった外部環境等の変化によりましてこ

の削減値も見直す時期も来るのではないかと、こ

のような感じはしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） やはり東日本大震災ですか、

それによりまして変更を迫られるということでご

ざいますが、当面は基準年を平成21年度として平

成32年度までに15％の削減目標ということでござ

いますが、そうすると、これは平成21年度が基準

となりますので、その年に105万1,000ｔですので、

最終的には89万7,000ｔということで、当面はそ

れでいくということでよろしいのですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 当面は私どもで策

定した実行計画に沿って活動していきたいと考え
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ておりますが、先ほど申し上げましたように、東

日本大震災による外部環境の変化、変動というの

は著しいものがありますので、そういった目標を

設定したからには、達成を当然しなければならな

いという目標もございます。ここから見直しも今

後出てくるだろうということで、当面はこの計画

で実施をしていきたいと、このようなご理解をお

願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） やはり東日本大震災の影響

というのはこういうところにあらわれていること

で、本当に苦慮されていると思いますが、目標に

向けて今後もよろしくお願い申し上げます。 

  温室効果ガスについてはいろいろな部門から排

出されていると思いますが、産業、民生（家庭）、

民政（業務）、運輸、廃棄物、各部門にそれぞれ

が割り当てられていると思いますが、各部門での

削減目標をお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） これにつきまして

は、先ほど申し上げましたやや聞きなれない言葉

ではございますけれども、一般的な民生（家庭）

部門、こちらにつきましては1.5％、あるいは民

政（業務）部門につきましては3.7％、運輸部門

につきましては3.0％、そのほか再生可能エネル

ギーへの転換ということから１％程度、そのほか

森林吸収関連で、やはりこちらも1.08％というこ

と、さらに先ほど申し上げました行政だけでは進

めませんので、行政、市民一体的な協力をいただ

いた中での４％削減ということで、合わせて先ほ

ど申し上げました15％、そういう形になろうかと

思います。内訳としては、そのような部門別の削

減率は今申し上げましたとおりでございます。よ

ろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） 各部門からの削減目標とい

うことは理解したところであります。やはり家庭

から排出される二酸化炭素や、それに伴う光熱費

を市民一人一人が知ることが重要なことから、本

年度、那須塩原市版環境家計簿を全戸に配布して

取り組みを呼びかけることに対しましては、十分

理解をしているところでございます。 

  過日、政務活動で宮古島のほうにおいて、スマ

ートシティーについて検証してきました。その取

り組みの一環として、やはりエネルギー管理シス

テムを公募して、家庭部門で200世帯、事業所部

門25カ所、農業部門19カ所、農業部門とは、宮古

島については全て農業用水は水道がない、地下水

を利用しているということで、大きなポンプを使

ってそれをくみ上げて利用しているということで

農業部門19カ所、大型施設では宮古島の市役所、

病院、空港ターミナルビル、リゾートホテル２施

設の計５カ所で実証をしていました。将来的には

全家庭で取り組むことということでした。それに

よってピークカットや平準化、そちらの実行によ

りまして、エネルギーの削減に努めていくという

ことでございました。本市においても、家庭環境

簿が浸透、活用され、成果が上がることを期待し

ております。 

  次、森林吸収源の確保は、二酸化炭素排出削減

に大きく関係してきます。再生可能エネルギー導

入拡大に向けた施策の一つである家庭向けの太陽

光発電装置は理解するところでありますが、最近、

森林を大規模に切り開いて太陽光発電装置が見受

けられますが、そのことに対してはどのように捉

えているか、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 
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○生活環境部長（山﨑 稔君） 市全体的な受けと

め方、捉え方ということではなく、ちょうど生活

環境部長としての今の現状を捉えた、現状に鑑み

た感想といいますか、そういうことになってしま

いますが、一方では、再生可能エネルギーという

ことで、非常にクリーンエネルギーということで、

ここのところ非常に加速をしている現状がござい

ます。その敷地はどうなんだということになると、

どうしても平地林であったり、森林の伐採という

のがややそういう土地に立地、設置をしていると

いうところがございます。ですから、相対的には

どちらが環境に優しいのかということになります

と、先ほども申し上げました森林吸収という一分

野、部門を眺めた場合は、どちらがより進めるべ

き方向性なのかなという感じはしておりますが、

いずれにしましても、現行では特に太陽光パネル

の設置につきます規制とか、そういったものもま

だ国のほうからもかかっていない状況であります

ので、私としては、今、自然体として本市の状況

を眺めるということに終始するしかないのかなと。

ただ、伐採された森林の造林とか、また森林をふ

やしていくという観点からすれば、今後その関係

機関とか、森林組合とか、そういった部署と連携

をしながらそれらの推進をお願いすると、こうい

うところでございます。そういうふうな感じを持

っています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） やはり部長のおっしゃると

おり、再生可能エネルギーと二酸化炭素の吸収源

である森林の伐採地の相反するものがあると思い

ますので、最大限の二酸化炭素削減の方向に向け

て、今後も対策のほうよろしくお願い申し上げま

す。 

  近年、世界各地で異常気象による被害が頻発し

ており、本市においてもこれまで経験したことの

ないような局地的豪雨など、異常気象が発生して

おります。これらの異常気象には地球温暖化が考

えられております。温室効果ガスの削減、再生可

能エネルギーの利用、森林吸収源の確保の対策に

より、目標が達成され、自然災害のない住みよい

社会を願っております。 

  続きまして３、災害に対する備えの強化と生活

安全確保についてお伺いをいたします。 

  平成10年の那須水害、平成23年の東日本大震災

では、本市においても大きな被害を受けました。

また、近年の異常気象により、気象警報の発令回

数も急増しています。一方、市内の火災発生件数

は依然高い状況が続いており、引き続きの消防力

の強化が必要と考えられますので、次の点につい

てお伺いいたします。 

  ⑴平成27年10月1日に始まる那須地域消防広域

化の進捗状況についてお伺いします。 

  ⑵消防施設や車両の充実の取り組みについてお

伺いします。 

  ⑶消防団の充実・強化の取り組みについてお伺

いします。 

  ⑷消防救急通信体制の充実の取り組みについて

お伺いします。 

  ⑸防災予防体制の強化・充実の取り組みについ

てお伺いします。 

  ⑹市民協働による災害に強いまちづくりの推進

の取り組みについてお伺いいたします。 

  以上、質問をいたします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 佐藤議員の質問に私から

もお答えいたします。 

  この３番の災害に対する備えの強化と生活安全
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確保についてでございますが、⑴の那須地域消防

広域化の進捗状況から順次答えてまいります。 

  平成27年、来年の10月１日の黒磯那須消防組合

と大田原地区広域消防組合との統合による広域化

につきましては、広域化に関する必要事項の協議

を那須地域消防広域化協議会において進めてまい

りました。現在まで６回開催をして、当初予定し

ておりました協議調整事項42項目全ての協議を終

了しております。 

  今後は、協議を終えた協議調整事項の結果をも

とに、広域消防運営計画や組合規約について、引

き続いて協議を重ねてまいります。 

  また、新たな本部庁舎の建設につきましては、

平成27年、来年の10月開庁予定で、ことし３月か

ら工事に着手をしております。 

  次に、消防施設や車両の充実の取り組みについ

てですが、消防活動の拠点となる消防庁舎の整備

につきましては、広域化後に整備計画を策定する

こととなっております。 

  消火活動において必要となる防火水槽につきま

しては、耐震性の防火水槽を毎年度継続して現在

新設しております。 

  また、消防組合の消防車両につきましては、車

両の種別により更新時期を定めて、計画的に更新

をしております。 

  ⑶の消防団の充実・強化の取り組みについてで

すが、近年の異常気象や火災発生件数の高い状況

の中、市民生活の安全対策の強化を推進していく

ためにも、消防団の充実・強化は欠かせないもの

であると認識しており、減少傾向にある団員の確

保が重要と考えております。 

  団員確保につきましては、何も那須塩原市だけ

ではなくて全国的な問題でもございますが、当市

としては、市の広報紙による募集や消防祭りでの

ＰＲ活動などを行っておりますが、今年度におい

ても７月20日号の市の広報紙で消防団の特集記事

を掲載いたしました。 

  また、施設等の充実・強化の取り組みにつきま

しても、原則として、活動の拠点となる消防詰所

の建てかえを築後35年目に、消防自動車について

は、経過年数20年目に順次更新を行っております。 

  次に、消防救急通信体制の充実の取り組みにつ

いてですが、新たな本部庁舎の建設にあわせ、南

那須地区広域行政事務組合及び塩谷広域行政組合

と共同で消防救急無線をデジタル化するとともに、

高機能消防指令センターを本部庁舎内に整備をし

運用する予定となっており、これも順調に進んで

おります。 

  この指令センターシステムの特徴としましては、

現在は119番通報の受け付け後の出動車両の隊編

成、出動指令などの業務を手作業で行っているも

のを、導入後は、システムに登録しておいた情報

により、素早い災害現場の特定から、出動隊の編

成及び出動指令までが自動化となり、現場到着時

間の短縮が図られ、迅速で効果的な消防活動が可

能となることになっております。 

  消防救急無線のデジタル化に伴いまして、消防

団の車両に搭載しております消防救急無線の受令

機につきましても、デジタル化方式に対応できる

ものとする予定で進めております。 

  また、⑸の防災体制の強化・充実の取り組み、

また、⑹の市民協働による災害に強いまちづくり

の推進の取り組みにつきましては、関連がありま

すので一括してお答えいたします。 

  災害予防体制の強化・充実のためには、市や消

防、警察の関係機関だけでなく、地域防災におい

て重要な役割を担う自主防災組織との連携も重要

となります。 

  そのために、毎年度実施しています市の総合防

災訓練では、関係機関はもとより、自主防災組織



－57－ 

との協働による訓練も行い、災害に強いまちづく

りを進めております。 

  また、自主防災組織の結成及び活動の推進につ

きましては、毎年度全自治会長を対象とした説明

会、あるいは組織結成に係る経費の補助、結成後

の活動に要する費用の補助、活動するのに必要と

なる資機材購入に対する補助を行っており、地域

住民への説明なども実施しております。 

  平成25年度からは、地域における防災リーダー

を養成することを目的として、防災士養成事業も

実施しております。 

  これらの事業により、地域での防災力の強化・

充実を引き続き図ってまいります。 

  以上で第１回の答弁とします。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） ただいま答弁をいただきま

したので、順次再質問をさせていただきます。 

  ⑴については、平成27年、来年度始まる那須地

域消防広域化に向けて協議調整事項及び新しくな

る本部庁舎の建設ともに順調に進んでいることを

理解をいたしました。 

  ⑵につきましては、消防活動の拠点となる消防

庁舎の整備については、広域化後に整備計画を策

定するということですが、その消防庁舎とはどの

消防庁舎かお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ただいま再質問という

ようなことで、整備計画を策定する、その中にお

いての施設はどういったものかというふうなご質

問かと思います。 

  まず、老朽化という点でございますけれども、

やはり何といいましても黒磯那須消防本部が築後

43年が経過するというふうなことでありますので、

黒磯那須消防本部ということになろうかと思いま

すが、そのほかにも例えば塩原の分署であります

とか、あるいは那須湯本分署、板室分署、そうい

ったところにつきましても、昭和40年代というふ

うなことになっておりますので、そういう老朽化

した施設等々につきまして、織り込んだ計画とな

るものというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） その庁舎計画につきまして

は、よくわかっており、理解したところでありま

す。 

  今回の大田原広域消防組合消防本部は、今回の

新庁舎建設により問題が解消されますが、昭和46

年７月７日竣工で老朽化が進んでいる上、耐震的

に問題がある現在の黒磯消防本部が整備前に使用

できなくなり、市民の安全を守る拠点の消防署が

難民にならないような早急な対策をよろしくお願

いを申し上げます。 

  ⑶について再質問をいたします。 

  消防団の施設、車両等の充実・強化については

理解したところでありますが、全国的に苦慮して

いる団員の確保について、多様な取り組みに対し

ては感謝するところであります。その取り組みに

より、成果が出ているのかどうかお伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 団員確保の成果という

ふうなご質問でありますけれども、なかなかその

成果といいますものは、数字にしますと、やはり

年々団員の数は減ってきているという現状にござ

います。ただ、その減り幅につきましては、そん

な大きいものではないというふうなことでありま

して、特に塩原消防団につきましては、かなり充

足率を満たしているというふうな状況にあります。
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ただ、やはり減っているということでございます

ので、やはり先ほど市長からも答弁がありました

ように、今後ＰＲ活動、あるいはそのほかの施策

につきましても検討をしなければいけないという

ふうな認識を持ってございます。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） その取り組みについては理

解したところであります。本市の消防団はハード

面、ソフト面ともに充実していると思っておりま

す。特に、ソフト面では本年ポンプ操法競技会に

おいて、黒磯消防団第１分団、第５分団、那須塩

原市消防那須支部、栃木県各大会に優勝し、来る

11月８日に東京臨海広域防災公園で開催される全

国ポンプ操法競技会に出場する快挙をなし遂げた

ところであります。その団員はいかに優秀であっ

ても、確保できなければ、その組織力が十分に発

揮することができません。社会情勢により、大多

数の消防団員が勤めながら活動している昨今であ

りますが、行政だけで解決するには限界があると

思います、当然。企業の理解や地域との連携、消

防団に対するＰＲ活動等も今後も続けていただき

まして、団員確保のために全力を向けて対策のほ

う、よろしくお願いを申し上げます。 

  続きまして、⑷については、アナログ無線が終

了し、デジタル無線に円滑に移行し、119番通報

後、現場到着時間が短縮されることと、消防団の

車両に搭載されている受令機にも対応できること

は、よく理解をできたところであります。消防団

員や市民への周知方法はどのようにするのかお伺

いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ただいまご質問にあり

ましたのは、消防団緊急伝達システムの件かと思

います。現在、アナログ波というふうなことで、

このくくりにつきましては作動しているわけでは

ございますけれども、平成28年の５月までしかそ

れが利用できない。それ以降についてはデジタル

化になるということになってございます。この緊

急伝達システムの主な概要といいます、今議員が

おっしゃったように、消防団員、あるいは住民の

方に災害、それから消防団としての出動要請、そ

ういったものを素早く伝達するというふうなこと

になるわけでありますけれども、消防団員への伝

達といいますものは、大体最近メールでの配信が

多くなってきているということにあります。これ

はなぜかといいますと、やはり団員の方、サラリ

ーマンの方が大変多くなっておりますので、日中

自宅のほうにはいらっしゃらないというふうなこ

とがあります。そんなところから、やはりメール

のほうが確実に連絡ができるということで、順次

メールのほうに切りかえているというふうな現状

でございます。 

  また、付近住民、災害が起こった近隣の住民の

方々については、サイレンを鳴らすことで何かあ

ったぞというふうなことをお知らせしているわけ

ではございますけれども、現在のこの緊急伝達シ

ステムをデジタル化というふうなことになります

と、かなりの費用がかかると言われております。

そんなところから、今後につきましては、消防署

あるいは消防団の皆様方と十分お話し合いをしな

がら検討していきたいと考えております。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） やはり今、問題になってお

る日中消防団員が地元にいないということでメー

ルの配信ということで、その辺はよく理解をした

ところであります。 

  やはり市民一人が危機管理の意識を持ち行動す

るのが基本かと思っておりますが、全ての人が大

雨や土砂崩れの情報を把握できないのが現状であ
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ります。深夜から未明にかけて起きる災害に対し、

市民への情報提供や避難勧告をどのように捉えて

いるのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ついこの間もこんな大

雨が降りまして、土砂災害警戒情報というものが

出たということがございました。そういった場合、

やはり一刻も早くそういう状況にあるというふう

なこと、それから、必要があれば避難所を開設し

たとか、そういった情報をやはりいち早くお知ら

せをしなくてはならないというふうに考えている

ところでございます。 

  それにつきましては、実際この間の件で申し上

げますと、まずは自治会長さん、あるいは自主防

災組織が結成されておりますれば、そちらの会長

さんということになりますが、そちらにまずは電

話連絡をいたしました。また、不在の方もいらし

たわけなんですが、その会長さんたちにつきまし

ては、近所の方等に連絡を差し上げまして、こう

いうふうな状況であって、また避難所も開設して

いるということでご連絡のほうを差し上げたとい

うことになっております。でありますので、やは

りそういった情報等がございましたときには、素

早くその対象となる住民の方にお知らせするとい

うことが重要かと思っております。また、その連

絡がつかなかったところがあったわけなんですが、

それは近所の方というふうなこともありましたけ

れども、実際に私どものほうで主導いたしまして、

個別に歩きまして、こういうことだから避難所も

開設してございますよ、必要なときはすぐに避難

してくださいという忠告も行ったところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ５番、佐藤一則君。 

○５番（佐藤一則君） そのあたりにつきましては、

よくわかりました。 

  やはり、先月、広島市で発生いたしました大雨

による土砂崩れ災害も未明に発生し、多くのとう

とい身体・生命・財産が失われております。当地

においては、記録的な降水量で未曽有の被害をも

たらした那須水害があります。迅速な情報により、

被害を最小限に食いとめられるよう、今後もどう

ぞよろしくお願いを申し上げます。 

  ⑸、⑹についてでありますが、地域防災におい

ては地形、家族構成等を熟知している自主防災組

織が重要な役割を担うことから、市や消防、警察

などの関係機関との連携強化が重要かと思ってお

ります。今後も実際の災害を想定した総合訓練等

で災害に強い地域づくりを願っておるところであ

ります。 

  以上で私の市政一般質問を終了いたします。あ

りがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で５番、佐藤一則君の

市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） それでは、通告に基づ



－60－ 

きまして質問を行います。 

  １、子ども部新設と組織見直しについて。 

  ６月定例会の市政一般質問の中で、市長は、子

ども部新設については、制度設計をして後、来年

度に新設したい、人口を減らさないということを

原点に、定住促進のために、杉並区の子ども応援

券のようなこと（親の子育て力、地域の子育て力

を高めることが狙い）を考えているという発言を

しました。そこで、子ども部の新設と組織の考え

方について伺います。 

  ⑴来年度新たに子ども部を創設することの必要

性を伺います。 

  ⑵組織の中でそのほかに手直しをする部署につ

いて伺います。 

  ⑶全体の組織見直しについての考え方を伺いま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 山本議員の質問に、順次

私からお答えいたします。 

  子ども部新設と組織見直しについてでございま

すが、まず、⑴の来年度新たに子ども部を創設す

ることの必要性についてですが、これにつきまし

ては、定住促進計画における重点的な施策として

子育て環境の整備を掲げてまいりました。子ども

部の創設につきましては、この４月ちょっと前の

ころから庁内で検討しておりましたが、いざやろ

うと、こういうことになると、とめどもなく課題

が出てくると、こういうことでございまして、基

本的には子ども部の新設については、走りながら

整えていくと、こういうことにならざるを得ない。

そうでないと、よそでつくっているものの物まね

に─物まねというのですか、ちょっとそういう

のを模倣する形が出そうになると、こういうこと

も懸念しておりまして、那須塩原として最も合っ

た子ども部は何かと、こういう観点から、12月の

条例制定に向けて現在も教育委員会、市長部局、

そして副市長も専門家ですので、入っていただい

て、保健福祉部、特に子ども課、こういうのが中

心になって、現在も協議を進めております。でき

ればきちっとした、一本筋の通った、総花的な子

ども部でない、そういう子ども部をイメージして

今進めておりますが、その中心に来るのは、例え

ば現在まだ決定していませんが、発達支援、こう

いうものを中心にした教育委員会と保健福祉部の

徹底した融合といいますか、こういうものを中核

に据えて、あとは、いわゆる保育、そして学童保

育を含めて、子どものこの市で持っている課題、

こういうものを徹底して追求して、決して物まね

ではない、この市にとって最も大事な、それでも

なお、来年の４月の発足時に全てを網羅する子ど

も部はちょっと難しいのではないかと、こういう

ことも考えておりますが、発足をして、３年から

５年の間に完成形を目指したいと、こういう形の

中で現在話し合いが煮詰められております。 

  特に、本市においてだけではなくて、どの市も

そうなんですけれども、誰もが子どもを安心して

産み育てることのできる環境を整備するため、包

括的な次世代育成支援の枠組みを構築するなど、

子育て支援に関する継続的で質の高いサービスの

提供を担う組織を強化していくことで、より一層、

子育て政策を推進し、ひいてはこのことは定住促

進に必ずいい結果を出すものと、こう考えており

ます。 

  ここで、じゃ、子ども部が今、県内でブームに

なっているか、そうではありません。というのは、

大きな市ほど子どもの数が人口比で余りふえない

状況がありまして、子どもの数が比較的減らない
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市、これについては小山、宇都宮、那須塩原、こ

の３市については、子どもの政策に対する課題と

いうのはとても大きな課題に現在なっている。よ

その市は何となく子どもの数がかなりの率で減っ

ているので、余り課題として他市町村の首長会等

でも、副市長会等でもそうだったそうですが、余

り話題になってこないと、こういう現状にござい

ます。お話伺って、いつも忘れない数字があるん

ですが、那須塩原の１年生から中学３年生までの

９年間の子どもの数というのは１万数百人、ほと

んど減らない。ですから、６歳児までというと

6,000人を超していると、こういうことになりま

すので、この子ども部の創設については今だと、

こういう強い信念のもとに現在作業を進行させて

いただいております。 

  また、⑵の組織の中でそのほかに手直しをする

部署についてですが、これは大幅な手直しではご

ざいません。定住促進施策をより強化するための

体制づくりとして、企画部門における施策推進の

強化、いわゆるシティープロモーションの強化が

図れる組織体制等について、小規模だと理解して

いますが、現在あわせて検討を行っております。 

  また、⑶の全体の組織見直しについてもお答え

をいたします。 

  本年度におきましては、那須塩原市として喫緊

に取り組むべき課題である人口減少社会に対応し

た定住促進施策の強化を図る組織を構築すること

といたします。 

  次年度以降につきましても、総合計画後期基本

計画が平成28年度をもって終了することから、第

２次総合計画を円滑に進めるための組織の検討に

あわせ、新庁舎を見据えた組織の検討を行ってい

きたいと考えております。 

  派生するさまざまな問題等につきましては、順

次質問の中でまたお答えしたいと思います。 

  １回目の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 最初に、この子ども部

の新設というところで再質問をしたいと思います。 

  今のお答えの中ですと、子ども部の子どもの捉

え方は、生まれたお子さんから一応小学校卒業す

る12歳までというふうに捉えてもいいのかどうか、

確認をしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 18歳、子ども部の業務

の対象となる年齢というようなことだと思います

けれども、児童福祉法では、子どもの捉え方18歳

までというような規定がございますけれども、18

歳で区切れるかどうか、ただ現在も子ども課の中

では婦人相だとかＤＶ等、年齢にかかわりなく業

務が行われていますので、詳細は所管業務が明確

にならないと何歳までというようなことが、ちょ

っと今、現時点では申し上げられないという状況

でございます。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 市長の先ほどのお答え

ですと、子ども部が完成するのが３年から５年か

かるんだと。でも一応、来年の４月からは理想ど

おりにはいかないけれどもつくっていくというこ

とであるならば、子ども部の子ども、つまり対象

にするところがはっきりしないと、どういうもの

をそこの子ども部に入れてくるかということの問

題になってくる。幾つ課をつくるのか、どんな課

をつくるのか。今、福祉の部分にあるものと、そ

れから教育部の中の学校教育にあるものと、ある

いは生涯学習の中にあるものと、もっと言うと、

外に出ている施設もありますよね、その辺のとこ

ろをどこまでを所管するのかは、一番最初に決め

ないと組織はできないのではないかなと思うので、
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その辺のところは、じゃ、検討はまだ進んでいな

いわけですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 子ども部が所管する業

務について、先ほども述べましたが、現在検討し

ているところでございまして、先ほど申しました

婦人相談の部分とかＤＶ等の部分、現在子ども課

で所管している部分もありますので、そういった

所管等含めて検討を現在しているというところで

ございます。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） ６月のときの発言でも

そうでしたが、やはり子ども部をつくるときの大

前提として、定住促進というようなことをおっし

ゃっていられると思うんですね。それが子どもを

育てやすい町ということにつながっているんだろ

うというふうに思っております。どこかの市の物

まねをしないような那須塩原市としての筋を通っ

たものをつくりたいという、その考え方はとても

すばらしい考え方だと思います。 

  ４月には一応子ども部ができる、それは完成で

はない、そこのところはよくわかります。私とし

ては、つくるということであるので、つくるんで

しょうけれども、組織は一部手直しをして、手直

しをして、手直しをしてというふうにやっていく

と、どこかでゆがんでくるものだと思いますので、

ぜひ４月の段階で完成したものではなくてつくる

ということなので、未完成でもいいので、少しず

ついいものになるような形にしていってほしいと

思います。 

  一つ質問なんですが、今、生涯学習の中に青少

年の部分が入っておりまして、18歳、子どもを18

で切るか12で切るかと、あるいは二十でというこ

とになりますと、ほかの子ども部を見ますと、成

人式などもそこでやっているところもあるんです

が、その辺の子どもと大人の境目みたいなものの

所管はどうなさるつもりでいるのか、お聞かせく

ださい。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 教育委員会で行ってい

る業務を子ども部の中で取り組める業務について

も現在検討しているところではございますけれど

も、詳細のどの業務を子ども部に持ってくるかと

いうことにつきまして、先ほどから申し上げます

ように、現在検討を進めているというところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 市の組織をつくってい

く中核になるところは、やはり企画部だというふ

うに私は思っておりますので、部長からまだそう

いうお答えしか来ないということは、お話しの中

で進んでいても、今は話すことができないという

ふうに理解をいたします。 

  それにしても、４月から始まるものを12月の議

会で条例を出すということであれば、子ども部の

中の体制、何課で、そして何人ぐらいの体制で、

そして、じゃ、場所をどこに持っていくのか、そ

の辺のところは少しはお話しができるのではない

かなと思いますので、お聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 現在検討中というとこ

ろではございますが、現在想定をしているところ

では、子ども部の中の課については２課体制とい

うような形で考えているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁漏れがありますので。 
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○企画部長（片桐計幸君） 場所につきまして、現

在の子ども課の部分が非常に狭いと。１階部分、

本庁の１階部分が狭いということで、先日、新庁

舎建設の市民の懇談会の委員さんも、この庁舎、

ご視察していただいたんですけれども、庁舎が非

常に狭いですねというようなご意見もございます。

というところで、新たな部をつくるということに

対しまして、どこに配置するかということも現在

検討しているというところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 那須塩原市の市の仕事

をしているところは、本庁か西那須野かあるいは

塩原の庁舎か、あとは出先かということで決まっ

ているでしょうし、数年後には新庁舎ができると

いうことであれば、簡単に新しいものもつくらな

いだろうと思いますので、多分どこかにおさまる

ところにおさまるしかないだろうということで、

お答えをいただけないということは、まだいろい

ろなところで検討しなければいけない課題がある

んだなというふうに理解をいたしまして、これは

それ以上は追求はいたしません。 

  それで、今、２課つくるということでしたが、

そういたしますと、今、子ども課にあるものの中

で新しく入ってくるものだけを、申しわけないん

ですがお知らせいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 新しく入ってくるとこ

ろというようなことでございますけれども、全体

的に今、検討を重ねているところでございまして、

確定しているというところではございませんので、

申しわけないんですが、現時点での答弁は控えさ

せていただきたいと。よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 最後に、具体的に一つ

だけお聞かせいただきたいと思いますが、今、生

涯学習課の中で持っている学童保育につきまして

は、先ほど市長も重要なところだとおっしゃいま

した。その部分は子ども部の中に入れるというこ

とぐらいはお答えいただけますでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 学童保育の関係ですけ

れども、学童保育につきましては、平成22年度に

一度学童保育と学校と公民館の連携強化というこ

とを主眼に、教育委員会へ配置したという経過が

ございます。一定の評価をされているということ

は伺っておりますけれども、さらなる学童保育の

充実という点から、どこが所管したらいいのかと

いうところで検討をしておりまして、これについ

ては市長が答弁しているように、子ども部の所管

というようなことを前提に検討を進めているとい

うところであります。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 曖昧なお答えですので、

ぜひ学童保育につきましては、生涯学習課の中に

置いておくのではなくて、子ども部、新しくでき

る中に来年の４月から入れていただきたいと、こ

れは要望いたします。 

  次に、２番目になるんですが、手直しをする部

署はあるのかということでお聞きしたところで、

定住促進の施策をもっと強めていきたいというこ

とで、シティープロモーション室があるんだと思

うんですね。そのことを検討しているというよう

なことでしたが、それは、そうしますと、新庁舎

ができる前に、そこのところの部分の何か変更を

したいと考えているというふうに理解してよろし

いのですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（片桐計幸君） シティープロモーショ

ンの関係ですけれども、来年度４月からの機構、

組織の見直しの一つの重点的な課題として定住促

進ということがあるわけですけれども、これまで

本市が情報発信力が弱いというようなことを言わ

れてきたということがございますので、情報発信

力の強化をしていきたいというところで、定住促

進につながるということで、このシティープロモ

ーションのところを充実するような組織も考えた

いというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） そこのところは期待を

したいと思います。情報の発信が弱いということ

は、情報を受け取る力も弱いということに通じる

と思いますし、市民にとりまして、やはりこれだ

け大きな市になったのに、情報がなかなか届かな

い。タイムリーに届かない。思ってはいるんでし

ょうけれども、それをうまく表現して出すことが

できない。書いてはあるんですけれども、わかり

にくいというようないろいろ課題があると思いま

す。それがシティープロモーション室というとこ

ろでやるのがいいのかどうかということはよくわ

からないんですけれども、ぜひそういうものを強

化していってほしいとは思いますので、そこのと

ころは要望したいと思います。 

  ３番目の全体の組織見直しについての考え方に

ついてなんですが、私は、やはりもう何年か後に

市役所ができるということが決まっておりまして、

市民の方が入った委員の中でも、今の課題が出て

おりましたし、それから職員の方からも課題を聴

取したものが議会のほうに示されていたので、そ

れは見ました。そういう中でやはり組織をつくる

ということは、建物というんですか、それとの兼

ね合いがとても大きいと思うんですね。今、幾つ

かある中に、ばらけたところで少しずつ手直しを

しても、どこかでこっちがよければこっちがだめ

というふうになりかねないので、私としては、で

きるだけ動かさないで、運用の中でできるような

形にしたほうが、市民にとりましても、それから

仕事をしている職員にとってもいいのではないか

というふうに思っているんですが、あと、28年度

に後期が終わって新庁舎のところで検討していく

と。つまりもう検討していくんだと思うんですが、

その検討してできたときの前に、ちょこちょこち

ょことやっぱり直していく気持ちなのかどうかだ

け、そういうことをするのかということをお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 新庁舎完成まで順調に

いきましても数年はかかるわけでして、その間に

新たな行政課題というのがなければ、現状のまま

というのもあり得るんでしょうけれども、それは

新たに発生する行政課題等に柔軟に的確に適切に

対応していくという中では、組織というものも一

部手直しをしながらというのを、暫定的なところ

での手直しというのは考えられるかなというふう

に思っていますけれども、大きなところは新庁舎

というところをにらみながらの組織のつくり方を

これから考えていっているというところでござい

ます。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 子ども部の新設につき

ましては、一番最初に市長が答えていただきまし

たような、そういう方法を持っているんだなとい

うことで理解をいたしましたし、本格的につくる

のはきちんと時間をかけるということでしたので、

そちらに期待をしたいと思います。 

  来年度４月からの子ども部につきましては、場

所をきちっとやはり考えていただいて、今、いき
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ふれの中にも関係している部分がありますし、保

育園もございますし、先ほど学童もまだ決めない

でいるようなお答えでしたが、その辺もきちんと

していただいて、12月には組織が、そういう部分

が出てくるんでしょうから、そこのところにきち

んと入れ込んでいただいて、子育て支援、市民の

ためですので、しっかりとそこのところにサポー

トできるような、市民が使いやすいような子ども

部をつくっていただきたいと思います。 

  組織の見直しにつきましては、やはり聞いてお

りますと、市庁舎ができるときにきちんとすると

いうことだというふうに理解をいたしました。ま

だ数年あるとはいえ、もう建物の大きさが決まっ

ていて、西那須野に何でも持っていければまた違

うんでしょうけれども、それはそれでまた問題は

あると思いますので、プレハブをつくることもで

きないでしょうし、この議会棟がとても何かすき

すきしていたというような市民の声がありました

が、かといって、ここをお貸しすることはそれは

できないものですし、その辺のところを考えてい

ただきまして、市民サービスと、それからそこで

仕事をしている職員の方がいかにサービスを提供

できるかということを考えていただいて、余りい

じらないで運用の中でやっていっていただければ

いいなということで要望いたしまして、次の質問

に移ります。 

○議長（中村芳隆君） 市長。 

○市長（阿久津憲二君） 要望なんですけれども、

ただいまの答弁ずっと一連して、余りはっきりし

たこと答弁できなかった。何でできないかと。今

言っていることなんですよ。新しい庁舎ができた

ときにきちっとやろうといっても、今スタートで

きなければ、一遍にきちっとできない。それと、

やっぱり新しい部、組織をつくるというのは、必

ず人の問題がついてきまして、じゃ、いい部つく

って、とめどもなく人がふえていいのという問題

もありまして、この人員の計画とか、ただ本市に

おいては、これ私ちょっと今見ていないんですけ

れども、1,000人当たりの職員数は多分6.91、こ

れ非常に全国的に職員数の少ない市。こういうも

のも総合的に判断して、じゃ、どこまでなら職員

がちょっと─職員といっても事務職ではなくて、

子ども部でとても必要になってくるのは保健師さ

んとか、そういう部門なんですよ。だからその点

につきましても、相対的に協議をして、各課題を

出し合って詰めの段階に入っていると。こういう

形で本当に質問されて、いい答え、ばばっと答え

られないの一番つらいんですが、いいものに向か

って間違いなく前進していると受けとめていただ

いて、少し期待をしてお待ちいただければと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 12月を期待したいと思

います。 

  次に移ります。 

  ２番目、宿泊体験館メープルの利用拡大につい

て。 

  不登校の改善を図ることが目的の「メープル」

がオープンして６年になります。そのプログラム

は多彩で目をみはるものですが、利用する児童生

徒は多くないと感じます。 

  なお、26年度運営の中には「利用率の向上に向

けて」という項目があります。一方で、この施設

は一概に利用者がふえることがよいとは言えない

ものだと思います。 

  そこで、この恵まれた施設を市外の児童生徒も

利用できるようにしてもよいのではないかと思う

ことから、今後の運営と利用拡大の考え方につい

て伺うものです。 
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  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、宿泊体験館

メープルの運営及び利用拡大の考え方につきまし

てお答えをいたします。 

  宿泊体験館メープルは、市内の不登校児童生徒

のための施設として６年前にオープンをいたしま

した。昨年度は、小学校では実人員11名、延べ47

名、中学校におきましては、実人員34名、延べ

269名の利用がありました。利用に当たりまして

は、事前に一人一人の児童生徒に対する十分な聞

き取りを行い、その子に合ったプログラムを作成

し、丁寧かつ継続的に支援を行っているところで

あります。また、職員の数や施設の規模から、現

在一度に受け入れ可能な人数は10名程度でござい

ます。そのような条件の中で、昨年度の利用者45

名全員が学校への完全復帰、または部分復帰を果

たしておりまして、不登校解消に有効な手だての

一つであると、このように考えております。 

  一方で、市内の不登校児童生徒の中で、いわゆ

るひきこもりとなっている市内の児童生徒につき

ましても、一人でも多くメープルにつなぐと、こ

ういう意味での利用率の向上を目指していきたい

とも考えておりまして、今後とも、引き続き市内

の不登校児童生徒を最優先とする運営を行ってい

くということでありまして、市外からの利用につ

いては現在のところ考えておりません。よろしく

お願いします。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 先日、メープルを見て

まいりました。質問しようと思って見てまいった

わけではないのですが、どなたもいらっしゃらな

い中で、熊が出るということで大きなラジオがか

かっておりました。改めて全部見せていただいた

んですけれども、あ、こんなに泊まれるんだとい

うようなことを感じて帰ってきたんです。 

  それで、指導員さんが６人で、寮母さんと寮父

さんが２人いらっしゃって、そしてトップの方が

いらっしゃって、９人でやっていらっしゃるとい

うことで、予算決算規模でも3,000万円ぐらいは

使っているんですよね。今、お答え、ほかの方に

は使わせないんだと、10人でいっぱいなんだよと

言われましても、何か、もと学校という施設で温

泉があって、あの立派な庭があって、環境で、や

っぱりもったいないなと思ったのが本当に正直な

ところで、今回質問をしたんです。 

  もうかなり前に、教育長さんではないときなん

ですが、あそこのメープルは、市のお金でつくっ

ているんだから、市外の子どもは使うことはでき

ないんだよとお答えになったことがあるんですけ

れども、それにしても、それも変な話で、利用料

を取ればいいわけですしというような思いで質問

しています。 

  それで、10人がいっぱいいっぱいだということ

の理由が少し理解できないんですけれども、それ

をもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今、議員がおっしゃい

ましたとおり、スタッフは館長を含めまして９人

ということでありますけれども、宿泊を伴う活動

がある場合には、当然のことながら職員がやはり

泊まります。寮母さんはいますけれども、寮母さ

んは食事等の世話をしていただくわけですので、

直接の指導にかかわっておりませんから。そうし

ますと、一応、中の運営におきましては複数の職

員が宿泊を一緒にすると。そうなりますと、館長

を含めて７名のスタッフになるわけですが、その
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職員をローテーションを組んで勤務させなければ

ならないとなると、必ずしも大勢の宿泊者を十分

に受け入れるというような体制は、現在の組織の

人数の中では、なかなか限りなく大勢の人に対し

て対応できるということは難しいという意味でお

答えをさせていただきました。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） メープルについては、

いろいろなプログラムをやっているということが

回覧も回ってきておりまして、それを見るだけで

も、何か、別にひきこもったり不登校になってい

ない人でも、利用したいなというふうに思うよう

な本当にすばらしいものがたくさんあるんですね。 

  まず最初に、教育は費用対効果ではかれるもの

ではございませんけれども、とてもすばらしい施

設で、あそこでそうやって45人の方たちが復帰で

きているということは、あってすばらしいものな

んだというふうに思うんですよ。つまり、そこで

利用価値があったと。そういうものを、例えば人

をふやす、ある程度利用料をもらってでも人をふ

やすことができて、他市の方が利用できたら、不

登校の子どもたちがもっと復帰できるというよう

な考え方もできるんだと思うんですけれども、何

か、今の教育長のお答えですと、もうこれ以上は

ふえないんだよと、ふやさないんだよと、人を。

だから利用は10人なんだよと聞こえるんですが、

そもそもあそこを、なぜ市内の子どもしか受け入

れさせないのかという、受け入れることができな

いのかというのがどうしても理解ができないので、

もう６年たちますし、そうやって実績があるなら、

せめて県内の子どもぐらいは、じゃ、泊まりはし

なくてもいいけれどもというところで、はっきり

と。もう利用はできませんと言われてしまうと、

何でというふうに聞きたくなるので、もう一度お

答えいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） まず、スタッフにつき

ましては、この人数が今後も最適であるかどうか

というのは、また別の問題であろうと思っていま

す。 

  また、そもそもこの施設の開設に当たっては、

本市の児童生徒の不登校の数が他市町に比べて大

変多いと。これは本市の教育の大きな課題の一つ

であると。そこを何とか解消したいという思いで

開設に踏み切ったわけでありますので、まずはそ

の本市の不登校の状況を改善するというところに

最大の努力をしていきたいと、そういう意味から、

まずは市内の子どもたちの不登校の解消に向けて

のプログラムを充実させたりして、成果を、結果

を出したいという私たちの願いがあるわけですの

で、引き続きそれをこの施設の中で実践していけ

ればということで考えております。 

  それから、一応プログラムとしましては、宿泊

体験ということでＡコース、Ｂコース、それから

チャレンジ等があるわけですが、チャレンジや親

子宿泊につきましては、一応あらかじめ期間を示

して、この期間に実施をしますので希望のある方

はぜひおいでくださいというふうに案内しており

ます。しかしながら、宿泊体験Ａコース、それか

らＢコース、Ａの場合は長期、約２週間にわたっ

て、それからＢの場合には２泊から４泊くらいま

でという、そういうようなものでありますけれど

も、それについては随時受け付けるという形であ

りますので、子どもから利用をしたいんだという

希望があれば、それに対応する、そういう体制を

絶えず用意していくということも当然しなければ

なりません。 

  また、プログラムを実践するに当たりましては、

その子一人一人のこれまでの状況についてつぶさ
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に事前にアセスメントして、それに基づいて、こ

の子にはどういうプログラムが合っているのかと

いうことを検討しながら、そして活動の最中には、

こういう活動を提供したときに子どもはどういう

ふうに活動したか、それから、どういう思いを持

ったかということを踏まえて、次の日のプログラ

ムを、じゃ、どうするかということを絶えず検討

しながら職員の方々はやっているというような状

況にありますので、そういうようなこともご理解

いただければというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 今、お話を伺っていて

改めて思ったんですが、そういたしますと、私は、

本市のその不登校の児童生徒は減りつつあるのだ

というふうに思っておりましたし、そういう意味

では、改善しているというふうに思っていたんで

すけれども、今のお話だと、まだまだ多いので、

あそこの施設が必要だというふうな感じを受けた

んですけれども、あと、ひきこもりの方をどうす

るかということも先ほど言っておられましたけれ

ども、やはりあそこの施設がフルに必要なくらい

不登校のお子さんたちがいらっしゃって、大変だ

というふうな現状なんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 議員もご承知のとおり、

本市の小中学生の不登校の出現率につきましては、

おかげさまで少し減少傾向に至っているというこ

とはございます。これは一概にメープルだけが効

果があったということではなく、またハイパーＱ

Ｕが効果があったというわけではなく、私は、一

番成果を上げているのは、外の学校の先生方が、

本当に丁寧に一人一人の担任している子どもたち

を学校全体でかかわって、何とかその状況から改

善していきたいというふうな、そういう取り組み

があって今があるのかなと思っています。 

  それで、宿泊体験館メープルもその一助となっ

ていることは間違いございません。ただ、これが

本市のその不登校の状況がどうなるかによって、

今後、この宿泊体験館メープルをどういうふうに

運営していくかということは、しかるべき時期が

来れば、その時点で検討するということも、将来

的には否定はしないところでありますけれども、

現状のままでは、じゃ、いつやるのかというとこ

ろについての明確なそのくくりというんですか、

そこについては、まだ言及する段階ではないので

はないかなと思いまして、引き続き設置当初のも

のを、現在のところ、さらに成果を上げるべく努

力をしているというふうにご理解いただければと

思います。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 25年度の先ほどの実績

が多いのか少ないのかはちょっと何とも言えない

んですけれども、実人数で45人の方がということ

で、その方たちが何らかの形で巣立っていってい

るというか、よくなってきているというのは実績

でいただいているんですけれども、そういう中で、

何かとても矛盾を感じるんですけれども、利用率

を向上をするための施策ということを考えている

みたいなんですね。そういうことがお話でもあっ

たんですけれども、つまりあそこを、市の子ども

たちに特化して使うということをまだやっていく

んだとしたら、本当に来られていない子どもたち

というんでしょうか、そういう子どもたちを、何

とかあのすばらしい、ああいうプログラムの中に

入れてあげて、そして、きっかけにしてあげると

いう、そういう仕組みというのはとても必要で、

その辺のところをいろいろやっていらっしゃると

は思うんですけれども、例えば、これは次の質問

にも重なっていくんですけれども、障害者のホー
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スセラピーというようなこととか、乗馬体験とい

うことがありましたけれども、不登校の子どもた

ちのホースセラピーというのもあるんですね。別

に、それをやれということではないんですけれど

も、同じ教育部の中でそういうことを考えている

中でいうと、片方は広くいろいろ使いたい、片方

は市内のそういう特定の子どもたちだけのためと

いうのは、何か、私は物すごくもったいないなと

いうふうに思うので、もう少し柔軟な考えを持っ

ていただいて、あそこの施設をどうしたら広く

―不登校だけじゃなくて、子どもたちの障害と

いうのは、障害というのかな、いろいろあると思

うんです。いじめだってあるでしょうし、そうい

う子どもたちが使えるような、もう少し運用を考

えていただく。外の方を扱うのがまだ無理だった

ら、子どもたち、つまり那須塩原市のその１万人

の子どもたちがもう少し使えるというようなこと

は、やっぱり考えることはできないのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） お答え申し上げます。 

  いろいろな思いを前向きに持っていただけると

いうことは大変ありがたい、メープルについての

その価値を多面的に理解していただけるというの

は大変うれしく思っております。ただ、かたくな

にという、そういう気持ちで答えているわけでは

ございませんので、当座、まずは、私たちが大き

な課題としているものをしっかりと解消していく

ということ、それが、じゃ、どういう数値になっ

たらそれは解消したと言えるのかというと、また

一つの課題であると思いますけれども、その辺の

ところは、今後時間をかけながら、それから子ど

もたちの状況を見ながら前向きに考えていく。す

ごくすばらしい施設をああやって整備しているわ

けですので、それらを今後どういうふうに有効に

活用していくのかということは、将来において決

して考えないものではないのではないかなと思い

ます。 

  ただ、私たちとしては、今とりあえず目の前に

ある今の子どもたちについて一生懸命やって、一

人でも多く学校復帰を果たして、しっかりと勉強

や運動に元気に学校生活を送っていただきたいと、

そういうものを目指していると、そういう思いを

理解をしていただけたら、こんなふうに思ってお

ります。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） これからも、先ほどの

質問にもありましたけれども、廃校もこれからふ

えていくわけですし、そういう中で、あそこは非

常に、できるときにも地元の方といろいろあって

でき上がった貴重な施設なんだろうなということ

を改めて今回思ったんです。 

  それで、確かに市内の子どものために特化して

あそこを使っていくというのは正しい運用の仕方、

使い方だとは思いますし、それによって子どもた

ちが学校に帰れれば、本当に目的が達せられると

は思います。けれども、不登校の子供たちの原因

は、決してあそこに行ける子どもたちだけではな

いですよね。あそこには行けない不登校の原因の

子どもたちもいるわけです。そういうことを考え

ますと、あそこに余裕ができるということは、那

須塩原市の子どもたちの不登校が減ったというこ

とになるわけですし、その辺のところを、今後、

やはり市内の子ども優先で仕方がないとは思うん

ですが、私としては、ほかのところのそういう子

どもたちと交流するようなことを試しにやってみ

るということも必要だと思いますし、ぜひあの立

派な恵まれたものを、こう決まりに沿ってだけじ

ゃなくて、それこそ運用を少し緩めていただいて、

いろいろなことに使えるような方向に持っていっ
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てほしいというふうに思います。 

  全体として、不登校の子どもが理想としていな

くなって、あそこを利用する子どもがいなくなれ

ば一番理想なんですけれども、そういうこともあ

ると思うんですよ。そういうときに、じゃ、どう

するのかと。突然要らなくなってしまったでも困

るでしょうし、そういうことも見据えていただい

て、計画を立てていただきたいというように思い

ます。 

  本当にすばらしい施設だということを、外から

来た方は、あそこを見ると、そういうふうに感じ

ています。ここにいらっしゃる方は、何か自然に

恵まれて、当たり前だと思っているかもしれない

んですけれども、そんなふうに思いますので、ぜ

ひあそこの利用の仕方につきましては、今後の課

題として持っていっていただきたいと思って、こ

れで２番目の質問を終わりにいたします。 

○議長（中村芳隆君） ここで昼食のため休憩いた

します。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） それでは、午前に引き

続き３番目の質問に入ります。 

  ３、馬場整備事業について。 

  青木サッカー場として既に使用を開始している

仙台育英学園跡地の中に新規事業として計画して

いる馬場整備事業については、26年度、5,100万

4,000円の予算を計上しています。この中には工

事の設計、施設の改修工事、駐車場整備、そして

指定管理者による管理運営費などが含まれ、管理

運営に係る費用は半年分と説明がありました。と

ころが、８月８日、現地を視察したところ、馬場

改修工事が着手されていないことがわかりました。

また、管理運営についても計画が進んでいるよう

には思えませんでした。 

  そこで、改めてこの事業の全体計画と、今後の

予算について伺うものです。 

  ⑴施設改修等のハード事業の進捗状況について

伺います。 

  ⑵26年度予算では委託料を試算し、６カ月分を

計上していますが、委託内容と委託先の条件等に

ついて伺います。 

  ⑶馬場を使ってのソフト事業（小中学生の乗馬

体験の実施、不登校児童生徒、障害者を対象とし

たホースセラピー、市民への乗馬の機会の提供、

乗馬愛好者への施設の貸出し）について、詳細な

運営内容と今後の予算計上の考え方について伺い

ます。 

  ⑷児童生徒の乗馬体験について、教育委員会事

務局や市内の小中学校との打ち合わせ状況を伺い

ます。 

  ⑸馬場施設の名称について伺います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） それでは、馬場整備事

業についてお答えをいたします。 

  初めに、⑴の施設改修等のハード事業の進捗状

況についてですが、これまで県内外の乗馬施設や

先進地の実施状況を視察をしてまいりました。馬

場関係者や精通した方々の意見をいただきながら、

既存施設を有効かつ効率的に活用するための情報
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収集を行ってまいったところでございます。現在

は、屋内馬場改修や関連施設の改修・整備の方向

性が決定しましたので、設計業務委託の発注準備

を進めているところでございます。 

  次に、⑵の委託内容と委託先の条件等について

ですが、委託内容につきましては、施設の管理運

営としまして、馬の借り上げ、飼育、また乗馬指

導などを考えております。 

  委託先の条件としましては、乗馬用の馬を保有

していること、乗馬施設の運営に実績があること、

動物取扱業の登録があり、その取扱責任者がいる

ことなど、継続的に安定した運営ができる委託先

を考えているところでございます。詳細につきま

しては、今後精査を行っていく予定です。 

  次に、⑶のソフト事業について、詳細な運営と

今後の予算計上の考え方についてですが、まず、

運営内容といたしましては、多くの方に親しんで

いただきたいということから、市民向けの乗馬体

験、あとは小中学生の教育活動の一環としての乗

馬体験、不登校児童生徒を対象とした乗馬体験な

どを基本といたしまして考えております。また、

障害者を対象としたホースセラピーなど、環境を

整えながら段階的に行う予定でおります。今年度

につきましては、本格的事業に向けた委託事業と

して、学校や施設と連携した乗馬事業を行う予定

でおります。 

  次に、今後の予算計上の考え方でございますが、

事業運営上で不足する施設設備費や管理運営費な

どを当初予算で計上していきたいというふうに考

えております。 

  次に、⑷の小中学校との打ち合わせ状況につい

てですが、市内の小中学校長会において、馬場施

設における乗馬体験等の事業の実施予定について

ご説明を行ったところでございます。今後、実施

に向けて学校との調整を図ってまいりたいという

ふうに考えております。 

  最後に、⑸の馬場施設の名称についてですが、

青木サッカー場敷地内にあるということで、その

中に独立した馬場施設ができるということになり

ます。今後、市民の方に親しんでいただけるよう

な名称について検討してまいりたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） それでは、再質問をい

たします。 

  最初に、⑴のハード事業の進捗状況についてな

んですが、８月、見にいった段階では、何も手が

ついておりませんでしたし、まだやるような状況

ではなかったです。なぜ、新規事業で当初の予算

がついたものなのに、半年近く、半年はないです

が、ここに来て、まだ何も手がついていないのか

の説明をお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 今回の馬場整備につき

ましては、運営について詳細な情報というのが、

まだ私たちの手元にそろっていなかったというの

も現状でございます。そういった中で、一つでも

多くの現に実施しているところの状況をつぶさに

見させていただいて、判断をしていきたいという

ようなことで、視察等を中心に内容の整備を行っ

たことによりまして、結果的に、事業実施につい

てはまだ直接的な工事等には入っていないという

のが現状でございますが、最初の答弁でもお答え

しましたように、一定の方向性等も固まってきま

したので、今後、計画的に進めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 今のお答えなんですが、
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新規の事業で26年度の当初の予算に出てきて、そ

のときにも結構いろいろな質疑や質問があったに

もかかわらず、議会は通しています。新規の事業

が始まるときには、計画を練りに練って出てくる

ものだと思っておりますので、今のお答えだと、

まるで生煮えの状態で出てきたというか、余り考

えていなくて、通ってしまった後に考えたとしか

思えないんですが、その点についてはそのような

予算の出し方でいいんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 当初予算の際の計画の

つくり方が生煮えというようなお言葉だったかと

思うんですが、当初予算で計上させていただいた

内容につきましては、もちろん既存の施設を有効

に活用していくという中で、施設の改修に係る経

費というものは、もちろん一定の基準をもとに、

現状の施設を見ながら計画を積み上げて、予算要

求をさせていただいたところですが、特に、施設

はありますが、運営という部分について、やはり

それは両輪だと思っておりますので、その運営の

部分につきまして、当初見込んでいた内容の中で

幾つか視察をする中で、疑問点といいますか、私

どもとしても、もうちょっと一歩踏み込んだ内容

の整理が必要だという判断があったものですから、

当初の要求の段階で生煮えというような部分では

ないんですが、それに不足する部分も一部あった

ということで、そういったものを、十分時間はか

かってはしまいましたが、内容の精査をさせてい

ただいたということでございます。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 当初予算のときに私は

質疑をしておりまして、そのときに馬場整備事業

の詳細をいただいておりましたが、じゃ、この中

で運営のことで、まだきちっとしなかったという

部分は、どこの部分がどういうふうに違って、先

ほど、あとのことは当初予算でということは、27

年度の予算で出していくということですよね。そ

うすると、ここにある5,100万4,000円のうちの工

事に係るものが3,245万9,000円、残りが年間の部

分の半分の部分で幾らかという出ている中で、何

か大きく変わったことはあるのですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 今回、特にハード面に

ついては大きく変わったものはないというふうに

私どもは認識しております。ただ、ソフト面の委

託の中で、実際に乗馬に利用するための馬の借り

上げ料であるとか、ただ借りてくるだけではなく、

やはり調教もしなければならない、また、その飼

育であるとか、その管理等々についての精査がよ

り深く必要であろうということで、そういった部

分についても、先進事例を参考にしながら今回精

査をしているということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） あくまでも今年度中に

この計画は始めるということなんだろうと、先ほ

どの答弁でそういうふうに思ったんですが、予算

はこのまま5,100万4,000円でいくというようなこ

とで、工事はそのままだけれども、運営はふえて

いるということですよね、馬の部分がふえている

というようなことだと思うんですけれども、運営

についての予算はここに書いてあるものにふやし

て、お金はその中でやりくりするということでよ

ろしいですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 運営に係る経費という

ことですが、ただいま私が申し上げました馬の借
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り上げ料であるとか飼育、調教料というものにつ

きましても、当初予算の中で要求した中では一定

を見込んでいたところでございますので、ただし、

その額についての精査とか、そういったものを改

めて行わせていただいたということで、今回、当

初予算でいただきました委託費等の管理運営に係

る経費は、基本的にはその中でもちろん賄います

し、半年ということで当初見ておりましたが、実

施時期については多少おくれてしまうという現状

もありますので、もちろんその中で、予算の中で

は対応はできますが、馬の部分を余分に追加をし

て運営するとか、そういうような考え方ではござ

いません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 工事が着手されていな

い理由は、わかったような、わからないようなん

ですが、ともかく、やっていないという事実があ

るのにもかかわらず、今年度、これを全部予定ど

おりやるということだと思うんですね、今のお答

えだと。 

  工事が終わらないと運営はできないものだと思

うんですが、今のお答えですと、そうすると運営

はどのような、いつからどういう形でやるのか、

工事はこれから着手をすると言うんですが、どう

いう予定で、あと残った今年度中にやるのか、そ

の詳細をお聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） まず、工事関係のほう

からご説明させていただきます。 

  先ほども申し上げましたが、現在、設計業務に

ついて発注の予定でございます。その設計業務が

終了後、一般的に工事のほうの入札、契約、工事

というようなことで考えておりまして、今現在で

は工事の竣工、完成が年明けになるであろうとい

うような見込みを立てているところでございます。 

  また、実際に乗馬体験を行う運営関係でござい

ますが、年度内工事竣工後、期間は今の段階では

明確には申し上げられませんが、工事終了後、関

係する資格のある委託業者さんと密に連携をとり

ながら実施をしていきたいということで考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 今のお話ですと、工事

が年度内というか、年明けになるということは、

運営していくのも年明けなので、年明けで年度内

というと３カ月しかないので、ともかく手はつけ

たというところまでを持っていきたいというよう

なことだと理解をいたしましたが、そもそも委託

先を決めるとか、あるいは工事も、これ特殊なも

のだと思うんですね、改修にしても。そういうも

のを、今いろいろなところで研究をしているとい

うことですが、特に、何かこの馬場に関して、ど

なたか専門家の方から監修していただいたとか、

そのアドバイスをいただいたとか、そういうこと

でつくったこの計画なんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 工事の特殊性、また委

託業務の内容について、特殊な部分はあるだろう

ということでの専門家からの意見ということなん

ですが、まず工事につきましては、施設が運用で

きるだけの改修ということで考えておりますので、

断熱材を除去したり、また屋根であるとか外壁等

のサイディング等のいわゆる塗装工事、そういっ

たものがメーンになってくるかと思いますので、

大規模な改修、築造というものは現在考えており

ません。 

  それと、運営に関しまして、もちろん委託の内
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容も含めてでございますが、複数の専門の方とも

情報のやりとりをさせていただいておりますので、

その中でいろいろなアドバイスをいただいている

と。そういったものを生かしながら、委託の中に

うまく組み込んでいきたいというふうに今考えて

おります。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） それでは、これの一番

最初に出てきた説明では、外の馬場もあったんで

すけれども、今回は内馬場だけということで、あ

とソフト事業なんですが、大きなサッカー場のほ

うも物すごくお金、６億とかかかって、まだでき

上がらない状態ですよね。この馬場の改修と、そ

れから、ずっとやっていくのに対して、どのくら

いのお金を全体の工事で見込んでいるのかお知ら

せください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 特に、馬場改修の中で

今後の経費ということでございますが、一定の利

用に耐えられるだけの施設の改修は、今年度の予

算でできるというふうに私どもは考えております。 

  ただ、今後、事業の展開によりますけれども、

必要に応じては、やはり利用する子どもたちが多

く集まるような場合には、やはりトイレなんかも

必要になってくるかと思います。そういった部分

も含め、来年の当初予算に向けて積み上げを今し

ているところでございますので、総体でどのぐら

いかかるか、今の時点で明確な額については、ま

だ積み上げが終わっていないということでご理解

いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 今回、この質問をする

に当たって、私も馬場については全くの素人だし、

そのソフトもハードについてもわからなかったも

のですから、自分なりに、それなりの専門家のと

ころに行っていろいろ聞いてまいりました。市で、

もちろん専門家に聞いていらっしゃるんでしょう

けれども、そういう話を総合いたしますと、そん

なにお金をかけなくてもきちんとしたものができ

るということを聞いてきたんですけれども、私は

この事業を、今なぜ聞いているかというと、後で

それは話しますけれども、そういう中で、市で見

積もっているその工事が非常に高いような気がい

たします、どちらも。その辺のところは、市はど

ういう方に監修というかご意見を聞いて、こうい

うお金を出してきて、新規なのに、まだ工事にも

手がつかないで、練ってよくやると言っているん

ですけれども、この予算でこの内容をやるという

ふうに決めたのか、そこのところを説明願います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 今回の改修に係る経費

が高いのではないかというようなご意見だったと

思うんですが、積み上げの段階で既存の施設、約

1,000平米ほど屋内馬場はございます。そういっ

た中で最低限維持するために、やはり一部不足し

ているようなものを、塗装のし直しであるとか、

そういったものを、やはり一般的な単価というも

のを積み上げながら整理をした中で出てきている

額でございますので、施設の整備の仕方、内容に

よっては高い安いというものが出ると思いますが、

今回、私どものほうで積み上げている額について

は、一般的な基準価格をもとに行っておりますの

で、改めて高額になっているというような認識は

ございません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 工事とか建物をつくる

というのは、専門の方がたくさんいらっしゃると
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思うんですが、もともとあった馬場を、あの建物

を改修するなり厩舎を改修するということは、も

う専門家でしかできないことだと思うんですが、

今、研究をして発注をするんだということなんで

すが、具体的にどういう方にそれを見ていただい

て、これから仕事をしていく、あるいは監修をし

て、その運営をしていくのかお聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） まず、施設改修につき

ましては専門の方ということ、ご意見がありまし

たけれども、既存の施設のそもそもの設計自体は

乗馬ができる形で建設されているものでございま

すので、その機能を維持する、生かすための改修

ということですので、あくまで、本当に塗装であ

るとかふぐあいの部分を撤去するとか、その程度

の改修ですので、改めて馬場を整備改修するに当

たって専門的な方のご意見を求めたということは、

基本的にはございません。市職員の中の技術系の

職員が現場を確認した中で、最低限必要な部分の

積み上げをお願いしたということでございます。 

  また、ソフト面の運営につきましては、やはり

専門的な知識が必要であろうということは認識し

ております。特に、障害者関係については、なか

なか我々だけでは把握できないものもありますの

で、通常の運営については、先進事例を確認しな

がら、一定の理解を深めながら、私どもとしては

運営したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 次に、ソフト事業につ

いてお聞かせいただきたいんですが、先ほど乗馬

の体験とかセラピーというお話が出たんですが、

今年度については、学校の関係の子どもたちを乗

せることでこの事業をやっていくということでし

た。これにつきましては、じゃ、ほかのものにつ

いてはどういうふうにしてソフト事業を展開して

いくのか、それから、委託に関しても、この

1,000万円近く出ている今年度の委託料は、これ

は減額をするのか、あるいは来年にどうしていく

のかだけお聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 今年度につきましては、

ただいま申し上げましたように、子どもたちを中

心に、可能であれば不登校児等についても対応で

きればというふうなことで、今、内容は検討して

いるところでございますが、来年度以降、新たな

取り組み、事業を広げていくという部分につきま

しては、やはり市民の方に利用いただける、そう

いう施設にしたいということで、具体的な調整に

ついては、今後内容を整理しながら、来年度当初

予算の中で計上していきたいというふうに考えて

おります。 

  そういった中で、特に障害者の方等については、

先ほども申し上げましたが、先進事例なんかを見

ますと、事業を開始してから10年後にやっとそこ

にたどり着いたというようなお話も聞いておりま

す。それだけ、やはり内容的に十分な調整がない

と取り組めないものかなという思いもありますの

で、そういった部分については専門家の方にいろ

いろアドバイスをいただきながら、今後の事業展

開の中で検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） とりあえず全部、再質

をしてから述べたいと思うんですが、４番目の児

童生徒の乗馬体験について、学校にお話をしてい

るということなんですけれども、これについては

今年度から子どもたちを乗せたいということで、
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その辺は、学校のほうは、とてもいいことだとい

うことで受け入れてくださっているのかどうかお

聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 学校の子どもたちの乗

馬体験を今年度予定しているということで、学校

長会議の中で一定の考え方をお示しをさせていた

だいたというのが現段階の状況でございますので、

これからハード面、ソフト面の整理をしていく中

で、個別具体的に、やはり各学校長さんのご理解

をいただくような取り組み、調整をしながら行っ

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） そういたしますと、学

校サイドでは、この取り組み、市が乗馬を子ども

たちに体験させてということに関しては、特に教

育委員会に言われて否定はしないんでしょうけれ

ども、歓迎で、ぜひぜひ子どもたちに体験をさせ

たいので早くやってほしいというような要望はあ

ったんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 各学校からぜひぜひと

いうようなお言葉はまだ聞いておりません。ただ、

効果があるということは皆さんご理解をいただい

ているというふうに認識しておりますので、今後、

調整の中で、ぜひうちの学校はというような学校

が出ていただけるのかなというふうには思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 次に、教育長にお伺い

したいんですけれども、学校は今とても忙しいと

思うんです。たくさんのことをされていて、特に

那須塩原市は新しい教育ということで、英語教育

とか、パソコンを使ってということをやるんです

けれども、それに加えて、この子どもたちを乗馬

をさせる、それは、経験は何だって悪いことはな

いと思うんですが、そういうものが学校を窮屈に

させているというような、そういう感覚はあるの

かどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今回の乗馬、馬場の利

用につきましては、学校のほうに対しましては、

新しい活動ということで位置づけるということで

はなくて、既に取り組んでいる活動の中に組み込

むということで、できるだけ負担を少なくして、

なおかつ子どもたちにとってはいい活動だと思え

るような、そういう取り組みにしていきたいとい

うことで、校長会議の中でも話をさせていただい

ております。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 今年度は年度明けにな

ってしまうのでしょうから、余りないとは思うん

ですが、来年度以降に、もしこの馬場が動き出し

たときには、先ほども子どもたちの乗馬体験とい

うのは大きな目的になっておりましたので、それ

についてはどんな方法で、例えば、先ほど、小中

学生だと１万人からいる子どもたちを全員乗せる

んだよとかというようなその計画は、どのように

考えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 来年度、事業を運営す

るに当たって、子どもたちの乗馬の体験の確保と

いうことなんですが、基本的には、ただいま教育



－77－ 

長が申し上げましたとおり、通常の授業の中でう

まく組み入れていただきたいという前提を持って

おります。現在考えているのが、授業の一環とし

て乗馬の体験をしていただくというようなメニュ

ーが一つ、また、個々に希望される子どもたちが

いれば、それも受け入れていくようなシステムが

できればというふうに考えておりますので、１万

人いる子どもたち全てということではなく、教育

の一環は教育の一環として、また、子どもたちの

希望としてあるものについては、希望の中で対応

できるように検討していきたいというふうに考え

ています。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） それではお尋ねするん

ですが、青木のサッカー場ができたときには、市

内のサッカーを愛好している方を調べているんで

すね。多分、1,200人ぐらいだったんじゃないか

と思うんですけれども、それでは、乗馬を今、市

内でどのぐらいの方が愛好者としていらっしゃる

のかお聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 市内で乗馬を愛好され

ている方の人数ということなんですが、大変申し

わけありませんが、今回行おうとしている事業に

ついては、競技乗馬であるとかそういったもので

はなく、馬との触れ合いということを前提に考え

ておりますので、今現在、どれだけの市民の方が

愛好されているかという部分についての数字は拾

っておりませんので、申しわけございませんが、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 先に行きます。５番目

を先に行きます。 

  馬場の名称についてなんですけれども、これは

今後というようなことを先ほどおっしゃいました

が、青木サッカー場の名前をつけるときに、です

から、20年とか21年のときなんですけれども、青

木サッカー場は仮の名前だったんです。それで、

条例をつくるに当たって、ちょっと前後いろいろ

あるんですけれども、市民にも希望を聞いたりし

て名前をつけるというようなことを議場でも発言

している議員がいましたし、それから、市民サイ

ドで執行部の方と話をしたときに、そういうこと

を発言されていることがあったんですが、いつの

間にか、条例をつくるときに、たまたまと言って

いましたけれども、青木サッカー場を「仮」とい

うのを取って使ってしまって、そうなってしまっ

たという経緯があるんです。それで、そのときに

も、ほかの名前をもっと広く、サッカー場だけじ

ゃないから青木の森とか、そういう総合的な名前

をつけたらどうかという意見がかなり出ていたん

ですが、いつの間にか「青木サッカー場」になり

ました。 

  先ほどのご答弁ですと、ほかの名前をつけるよ

うな、別にとおっしゃったんですが、その辺、具

体的にどのように考えていて、いつそれを決める

というふうに考えていらっしゃるのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） 青木サッカー場の名称

については、今ご説明があった経過かと思います

が、今回整備を行います馬場関係についての名称

でございますが、まず、青木サッカー場につきま

しては、補助の申請等の関係でそういった名称を

使用しているというのが一つございます。そうい

ったいわゆる手続関係の中で、名称を変えること

がまず可能かどうかとか、そういった部分も含め

て現在検討しておりまして、新たな名称について
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は、名称をつけるにしても、できるだけ親しみや

すいもの、理解を得やすいものというふうには考

えておりますが、関係法令の関係の中で改正が難

しいというような場合があるかどうか、その辺は

今後検討しているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） それでは、ソフトの関

係ともハードの関係とも、両方とも関係するんで

すけれども、今、この本当に新規で出てきた馬場

の事業というものが、私からすれば降って湧いた

ように、スポーツの計画にもなかった、でもそれ

を、議会は予算を通しているので、執行していく

んだとは思うんですけれども、それについて市は、

よく専門家がいないので顧問をつけるとか、どな

たか学識経験者の方に来ていただいてというのを

今もやっていらっしゃいますよね、いろんなとこ

ろで。今までは、市の職員だってそのくらいの知

識は持っているだろうという方がいるのにお連れ

してくるということもあったんですけれども、こ

の馬に関しては、特に、先ほどの障害者へのホー

スセラピーあるいは乗馬の体験もそうなんですけ

れども、本当に専門家ではないとできないことだ

と思うんですが、それについてはどのように考え

ていらっしゃるんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） まず、通常の運営につ

きましては、最初のご答弁でも申し上げましたが、

やはり乗馬の施設を有している、過去に運営をし

ているという実績のある方をお願いしたいという

ふうに考えておりますので、一般的な乗馬体験に

ついては、ある程度委託先の中で対応できるかな

というふうに思いは持っております。 

  ただし、繰り返しになりますが、ホースセラピ

ーと言われる、障害者であったり不登校児童生徒

であったりについては、相当、やはり専門性が高

いのかなというふうに考えておりますので、そう

いった事業を新たに展開していくという段階にな

れば、もちろん、そういう専門性の高い方にぜひ

ご指導をいただくような場面が来るというふうに

私どもは考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） ずっと聞いておりまし

て、また、もとに戻るような質問になるんですけ

れども、新規の事業で出てきたもので、それも新

しいもの、本当に新しい今までやったことのない

事業で、それを３月に議会は通しています。今、

工事がまだ着工されていないし、多分、何か委託

の事業、委託の指定管理者でやるとおっしゃって

いましたが、指定管理者を選ぶ段階にもなってい

ないんだろうと思います。そういう中で、今ずっ

とご答弁を聞いておりますと、本当はこの新規の

事業を出す前にやらなければいけないことを、何

か、通してしまってからやっているとしか思えま

せん。 

  例えば、今、最後に質問したホースセラピーに

ついてはどうなのと聞いたのは、実は、やはり市

の事業というのは、どこかそこら辺を掘ったらお

金が出てきたから何かやるというのではなくて、

市民の税金を、決算ベースでいけば４割ぐらいは

市税が入っているわけですから、そういう中で、

皆さんのお金を使ってやる事業に関して、新しい

ことで、それも今までやったことのないようなも

のであるならば、今、部長が一生懸命お答えにな

ったことは、事業を出してくる前に全てそういう

ことを精査して研究して、そして、こういうもの

ができるんだよと、こういうふうにお金は使うん

だよ、こういう人にきちんと見てもらって、こう

やったらこれだけの人が来るんだよということを
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やってから出してくるものなのではないでしょう

か。 

  私は、そういうことがなされていなかったので

予算には反対しましたが、議会は通っています。

でも、改めてきょう聞いていて、余りにも、こう

いう言葉を使っていいのかどうかわからないんで

すが、やはり何か、どう言っていいんですか、ず

さんという言い方はいけないのかもしれないです

けれども、私は、余り、ちょっと言葉が見つから

ないんですけれども、何か、本当にずさんな計画

で進めているようにしか思えません。 

  それで、議会が多数で認めた予算ではあります

けれども、やはり一旦ここで凍結するという考え

はないのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和君） この事業について凍結

というようなご質問かと思いますが、特に新しい

事業というのは、いろんな前準備をしながら組み

立てをして行うという流れも一般的だというふう

には思っておりますが、どこまでやったら課題が

出ないのか、完璧なものがスタートの段階ででき

るのかというのは、なかなかないのかなと私ども

は思っております。 

  今回の事業につきましても、やはり内部でしっ

かり議論をしながら、一つの考え方を整理して進

めているつもりでございます。それであっても、

やはり事業が始まれば、何らかの課題が出てくる

可能性もあります。そういったものを逐一把握し

ながら、少しでも効果的に運用できるようにやっ

ていきたいというのが基本的な考えでございます

し、今回、予算等も当初で認めていただいて、こ

の事業の目的、趣旨についてご理解をいただいて

いるということでございますので、今年度、この

形でまずスタートさせていただき、その中で出て

くる課題を次年度以降改善しながら、よりよいも

のにしていきたいと考えておりますので、現在の

事業を凍結するというような考えは持っておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 20番、山本はるひ君。 

○２０番（山本はるひ君） 私としては、もうこの

際ですので、きちんと一度凍結して練り直してほ

しいと思います。今年度、新規事業として上がっ

てきて、議会が多数で決めた予算であるのですが、

私はやっぱりこの予算、おかしな予算で、計画が

ないのに出てきたというふうにしか思えません。

予算を一旦凍結し、計画を考え直していただきた

いと思います。 

  市民にとって事業を進めるという意味が本当に

あるのかどうかということを改めて考えて、そし

て、どうすべきかということをみんなで考えてい

ただいて、そして、今年度はもう、今やっていな

いのですから、このまま、手がついてしまったの

を戻すのは難しいのですが、やっていないのだっ

たらば、今年度はこれを凍結して、そして考え直

し、計画を練り直しということを強く要求いたし

まして、全ての質問を終わりにいたします。 

  大変ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で20番、山本はるひ君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木   紀 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 皆さん、こんにちは。 

  眠い時間は通り過ぎたのかなというような部分

もありますけれども、眠気を誘うような話し方に

なるかもしれませんけれども、ご了解いただいて、
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通告の順に従いまして質問をさせていただきます。 

  改めまして、議席番号12番、公明クラブ、鈴木

紀でございます。 

  それでは、初めに、水道事業について質問をい

たします。 

  安全・安心な水を安定して供給することは、市

民が豊かな社会生活を送る上で最も基本的な行政

サービスであると認識をしております。合併時に

は旧３市町の10事業を引き継ぎ、早急に更新を必

要とする老朽管対策や水道料金の統一化等、課題

が山積していたと思います。合併後10年を経過し

ようとしている現在、これらの課題がどの程度ま

で解消されているのかを明らかにすることは、水

道事業者としての責務であると考えます。 

  そこで、以下の点についてお伺いをいたします。 

  初めに、経年劣化した石綿セメント管や鋳鉄管

等の老朽管は、計画的に更新していると思います

が、その進捗状況についてお伺いをします。また、

老朽管更新により有収率がどのように変化したか、

お伺いをいたします。 

  次に、平成22年度に均等でなかった水道料金を

統一しましたが、急激に高くなってしまう料金に

対し激変緩和措置を講じているようですが、その

状況についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 鈴木議員の質問に私から

お答えいたします。 

  水道事業についてですが、⑴の老朽管更新の進

捗状況及び有収率の変化についてお答えをいたし

ます。 

  本市水道事業の経営指針となります那須塩原市

水道事業基本計画、いわゆる地域水道ビジョンを

平成20年３月に策定をしております。この基本計

画では、安心・安全な水の供給を目指し、安定し

た配・給水の確保、危機管理対策の強化、健全な

経営、環境保全を経営の基本方針として掲げ、こ

れらの基本方針に沿って水道事業を展開しており

ます。 

  お尋ねの老朽管更新につきましても、安定した

配・給水の確保の具体的な施策として実施してい

る事業であり、平成18年度末における残存延長

240.4㎞の石綿セメント管及び7.9㎞の老朽鋳鉄管

を計画的に更新することとしております。平成25

年度末における石綿セメント管の更新済み延長は

125.1㎞で更新率は52％になります。残存延長は

115.3㎞、老朽鋳鉄管の更新済み延長は6.4㎞で更

新率は81.0％、残存延長は1.5㎞となっておりま

す。 

  なお、有収率は、平成18年度69.3％であったも

のが、25年度には79.6％となり、10.3ポイント向

上いたしました。 

  今お答えした中で、特にこの残存延長115.3㎞、

それで、更新延長が125.1㎞で、じゃ、半分ちょ

っとしかやっていないと、ちょっとこの数字を見

ると思うんですが、大径管というんですか、そう

いうところを最優先でやってきて、この延長だけ

では、工事費で見ると、また今度だんだん細くな

って枝管で、それが残っているという状況も非常

に多いので、現在、総延長では、もう半分ちょっ

としかやっていないとお思いでしょうが、かなり

の率で金額的には進んでいると、こういう概念的

ですけれども、理解をいただければ正確だと思い

ます。 

  次に、⑵の水道料金統一に伴う激変緩和措置の

状況についてお答えいたします。 

  激変緩和は、平成22年10月に６つの水道料金体

系であったものを統一し、平成22年12月検針分か

ら新料金が適用されることに伴い、新料金がそれ
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までの料金より高くなってしまう方全員を対象に、

高くなった分の一定割合を段階的に軽減している

もので、この軽減率は４分の２となっております。 

  なお、平成26年12月検針分から平成28年11月検

針分までの軽減率は４分の１として、平成28年12

月検針分以降については激変緩和措置の適用は全

てなくなります。こういう状況で進んでおります。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） それでは、順次、再質問

をしていきたいと思います。 

  老朽管更新の進捗状況、また老朽管の更新とい

うことと、また有収率が向上したことは理解をい

たしました。 

  ただ、有収率がまだ低いという状況にあると思

います。そういった中で、旧３市町ごとの有収率

の状況と、また県内、また全国的に見て、どの程

度の有収率の中で維持をしているのかという部分

をお聞きしたいと思います。 

  また、さらに今後、有収率を上げていくために、

向上させるためにはどのような対策が必要である

のかという点について、２点お聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（須藤清隆君） ただいま有収率に

つきまして２点ほどご質問がありましたので、お

答えしたいと思います。 

  まず、旧３市町ごとの有収率についてお尋ねが

ございましたが、統合前につきましては10事業ご

ざいましたので、給水人口5,000人以上の旧上水

道事業のエリアについてご答弁させていただきた

いと思います。 

  平成25年度の旧黒磯上水道地区につきましては

80.53％、旧西那須野上水道地区につきましては

86.25％、旧塩原上水道地区につきましては

57.91％となってございまして、平成18年度と比

較いたしますと、ほぼ横ばい、もしくは大幅に改

善されている状況でございます。 

  それから、本市の有収率が県内市町村と比較し

てはどうなのかというご質問でございますが、25

年度分につきましては、まだほかの事業所との比

較した資料がございませんので、平成24年度の水

道統計によりますが、近隣市町村の中では上位に

は位置しているところではございますが、全国同

規模の事業者もしくは県内の市町村の中では、市

としては率は向上しているものの、まだ低いほう

に位置している状況にあるということで認識をし

ているところでございます。 

  それから、有収率の向上の対策についてお尋ね

がございましたが、引き続き石綿セメント管など

の老朽管更新実施のほか、給水管からの漏水等も

多く見られることから、配水管のほか給水管も含

めました漏水調査、それから、それに伴います修

繕を引き続き実施していくこととしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 24年度については、近隣

では上位にいるということと、全国的には低い状

況ということにあるものですから、そういう中で

有収率をさらに上げていくためには、今お答えに

ありましたように、老朽管更新を進めるのと、ま

た漏水調査が不可欠ということでありますけれど

も、漏水調査については計画的に行っているのか

どうか、また実施をしていないと効果がさらにあ

らわれないと思うんですけれども、その実施状況、

漏水の調査についてはどの程度の間を置いてやっ

ているのか、どういった仕方で漏水調査をしてい

るのか、さらには老朽管更新事業も完了する時期

に来ているのではないかなと思いますので、２点

お聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（須藤清隆君） お答えいたします。 

  まず、漏水調査についてはどのように実施して

いるのかというお尋ねでございますが、市といた

しまして、市内全域をやらなければ効果がないと

考えておりまして、市全域を幾つかに分割をいた

しまして、１サイクル８年と申しますか、全域を

約８年程度かけまして漏水調査を実施していくこ

とにしてございます。ただし、途中で有収率が極

端に下がった地区につきましては随時調査を図り

まして、漏水修繕等を実施して、率の向上に努め

たいと考えてございます。 

  それから、老朽管更新の事業の完了はいつかと

いうことで、ご質問の中に、そろそろ来ているん

じゃないかというお話でございましたが、市とい

たしましては、基本計画の末日であります平成28

年度完了を目指しまして老朽管更新を進めている

ところでございますが、平成28年度の完了につき

ましては、現在のところちょっと困難な状況でご

ざいまして、現在のペースで進めますと、今後５

年もしくは５年以上かかってしまう見込みでござ

います。今後、現在策定中でございますアセット

マネジメントの計画のデータの中で、それらを加

味した中で計画的に老朽管更新を進めていきたい

というふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 漏水調査については８年

ぐらいのサイクルというようなお話があったかと

思います。また、完了時期については、たしか10

年ということで、平成28年ということで伺ってい

ましたけれども、今後５年ぐらいオーバーするよ

うなお答えもありましたけれども、これは先ほど

市長のほうの答弁にあったような、今、現状では、

更新については条件のいいところと、変な言い方

ですけれども、だんだん条件が悪くなってくると

ころに行ってしまうのかなと。そのために計画が

おくれるのかなと理解はしているんですが、その

中で、何かアセットマネジメント計画と言われた

と思うんですけれども、もう少し詳細にお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（須藤清隆君） ただいまアセット

マネジメント計画についてのお尋ねがございまし

た。現在、市といたしまして、このアセットマネ

ジメント計画を28年度策定完了を目指しまして、

25年度に策定に着手をしたところでございます。 

  このアセットマネジメント計画につきましては、

現在、市水道事業の多くの施設につきましては、

高度成長期時代に急速に整備されたものでござい

まして、老朽化が結構進行しているものでござい

ます。また、今後人口減少等に伴います水道料金

収入の低減が予想されている中でもございます。

そのような中、中長期的な視点というんですか、

30年から40年くらいになるかと思いますが、その

視点に立ちまして、計画的な施設の更新、それか

ら資金の確保に関する取り組みを組織的に行うた

めの計画になろうかと思います。 

  この計画の中では、効果といたしましては、重

要度、それから優先度を踏まえました更新投資の

平準化、それから、計画的な更新の投資が行える

ものと考えております。また、あわせまして施設

全体のライフサイクルコストの縮減になろうかと

考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 資産管理といいますか、

そういったものなのかなというふうに理解をした
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わけでありますけれども、平成26年度３月、その

中でしっかりと計画を検討していくということで

すから、よろしくお願いしたいと思います。 

  次の激変緩和措置の状況についてですけれども、

22年12月検針から28年11月検針分、６年間という

ことでの答弁だったと思うんですが、26年12月検

針より４分の１軽減となるということで、そうい

った中で、急激な水道料金の高騰というものは、

個人、法人問わず大きな影響があり得ると思いま

す。そういった中で、激変緩和措置を講じること

は、大変重要な配慮であったと私も思っておりま

す。また、６年間にわたって行われるということ

は、ある意味においてはきめ細かな配慮だったの

かなというふうにも感じております。 

  ただ、その中で、やはり激変緩和措置というこ

とに関しましては、緩和額、いわゆる減収額がど

の程度あったのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（須藤清隆君） ただいま激変緩和

によります減収額といいますか、激変緩和を行っ

た金額についてお尋ねがございましたので、お答

えいたします。 

  市長答弁にもありましたとおり、平成22年12月

検針分から激変緩和を実施してございまして、25

年度末、25年３月検針分までになりますけれども、

これの実績額につきましては約２億8,100万円ほ

どになってございます。全体での見込み額につき

ましては、４億6,000万円ほど見込んでございま

したが、このペースでいきますと、恐らく全体と

しては４億円になる見込みでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 当初見込みが４億6,000

万ということで、現時点では約４億円の減収にな

るのかなというようなお話でありましたけれども、

トータル的に見込み額より6,000万ほど低いとい

うことですが、その理由についてお聞かせ願いた

いと思います。 

  また、４億円といえばかなりの額であると思い

ますし、激変緩和の効果は確かにあったように感

じております。ただ、一方で、水道事業という中

で経営していく中においてはどの程度の影響があ

ったのかと、また、12月検針分から軽減率が変わ

るという答弁でありましたけれども、対象者への

周知方法、そういったものは、当然広報等によっ

て周知するんだと思いますけれども、その対象者

へはどのような周知方法をしていくのか、２点お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（須藤清隆君） 激変緩和による見

込み額が減額になった理由、それから、それに伴

います水道事業への影響、それから、ことしの12

月検針分から、また軽減率が４分の１になります

けれども、それらに対しての周知はどうするんだ

というお尋ねかと思います。 

  まず、激変緩和額が当初見込みよりも減額にな

った理由でございますが、実際のところ、明確な

理由につきましては把握はしてございませんが、

激変緩和対象の方が多く住まわれている地区の人

口減少、すなわち激変緩和対象者の方の減、それ

から、節水などに伴います有収水量の減少かと考

えてございます。 

  それから、激変緩和による水道事業への影響で

ございますが、現在の新料金算定の際に激変緩和

導入につきまして検討をしたところでございます。

純利益につきましては年々減少はしていくものの、

水道事業に必要な施設への整備、それから更新に

必要な資金、いわゆる資本的支出予算、４条予算
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というように申しておりますが、それらの補塡財

源の残高につきましては、ほぼ一定に推移する見

通しになったことから、現在の激変緩和措置を実

施しているところでございます。実施後の現状を

見ましても、経営的な問題はないものというふう

に認識してございます。 

  それから、今後、ことしの12月検針分からの軽

減率の周知方法でございますが、議員のご質問の

中にもありましたとおり、市広報でお知らせする

とともに、各戸につきましては検針時に検針票を

お配りしてくるわけでございますが、その検針票

の中にお知らせという欄がございますので、その

中でそれらを記載しまして、周知を図っていきた

いというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 経営的には、現状を見て

も何ら問題ないということのお話しだったと思い

ます。ただ、周知方法が、広報、またお知らせメ

モですか、またホームページなんか等も当然考え

ているとは思うんですが、よろしくお願いしたい

と思います。 

  今回、水道事業の質問は、冒頭に言いましたよ

うに、３市町合併して、はや10年目を迎えようと

しているわけです。そういった中で、老朽管更新

事業については、たしか10年で140億という大き

な金額が投入されて、更新事業をしているものと

認識をしています。ただ、先ほども言いましたよ

うに、残っているところは立地条件等が悪いので、

なかなか進んでいないのかなと思いますし、また、

有収率についても数字的にはまあまあだというこ

とで理解をしております。 

  ただ、これらに甘んじることなく漏水調査をし

っかりとしていただいて、また終了しても、さら

なるアップを目指していただきたいことを強く要

望をして、水道事業の質問は終了いたしまして、

次の英語教育の質問に移ります。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） それでは、次の英語教育

の充実について質問をしていきます。 

  グローバル化が急速に進む現代社会において、

何よりも国際的に通用する人材育成は日本にとっ

て喫緊の課題であります。 

  そのような状況の中で、本市では今年度より国

際共通語である英語教育の一層の充実を図るため

に、外国語指導助手（ＡＬＴ）の全小中学校への

配置と英語教育推進委員会を創設する英語教育推

進事業を実施しています。また、今年度からタブ

レット端末を活用した英語授業も予定されていま

す。 

  そこで、以下の点についてお伺いをいたします。 

  ⑴ＡＬＴを全小中学校へ配置する目的について

お伺いをいたします。 

  ⑵ＡＬＴを英語教育以外に活用する考えはある

のか、お伺いをします。 

  ⑶英語教育推進委員会の役割についてお伺いし

ます。 

  最後に、タブレット端末を活用した英語授業の

内容についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君の質問に対

し、答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、ご質問の英

語教育の充実につきまして、順次お答えをさせて

いただきたいと思います。 

  まず、⑴のＡＬＴを全小中学校へ配置する目的

についてお答えを申し上げます。 

  ＡＬＴを全小中学校へ配置する目的は、児童生

徒に学校生活の中で日常的に英語を使用する機会

を設けることで、英語によるコミュニケーション

能力を向上させることであります。また、児童生

徒がＡＬＴと学校生活をともにすることによりま

して、異文化への関心と理解を深め、同時に日本

の文化や地域のよさを認識することが期待できま

す。一方、教職員にとりましては、ＡＬＴと担任

教師が事前に十分な時間をかけて授業の打ち合わ

せを行うことで授業の質の向上が望めるほか、教

職員自身の英語によるコミュニケーション力や国

際理解教育についての資質向上にも効果が期待で

きると、このように考えております。 

  次に、⑵のＡＬＴを英語教育以外に活用する考

えはあるかとのご質問につきましてお答えをいた

します。 

  学校における英語教育活動以外にも、学校教育

全般での活用といたしまして、ＡＬＴは学校行事

や給食・清掃活動、クラブ・部活動など、各学校

の創意を生かした活動を行っております。長期休

業中における活用として、この夏休みには、市内

在住の小・中・高校生を対象といたしましたイン

グリッシュ・サマースクールを実施し、さまざま

な活動を通して児童生徒がネイティブスピーカー

の英語に触れる機会を提供したところであります。

また、地域における活用として、既に幼稚園・保

育園・児童クラブを訪問し、いずれの活動におき

ましても参加者から好評を得たところであります。

今後は公民館活動への参加等も計画をしていると

ころであります。 

  次に、⑶の英語教育推進委員会の役割について

お答えをいたします。 

  英語教育推進委員会の設置目的は、市教育委員

会が推進します小中一貫教育を視野に入れながら、

ＡＬＴを活用した英語によるコミュニケーション

能力を育成するための方策を策定し、それらを各

小中学校に示すことにあります。具体的には、義

務教育９年間の英語指導カリキュラムを作成する

こと、また、コミュニケーション能力育成に効果

的な授業方法について研究することを主な業務と

しているところであります。 

  最後に、⑷のタブレット端末を活用した英語授

業につきましてお答えいたします。 

  今年度、文部科学省の委託事業で豊浦小学校が、

ＩＣＴを活用した教育の推進に資する実証事業の

実証研究校となり、ＩＣＴの活用が最適な指導方

法の開発をすることとなりました。５年生の外国

語活動でどうタブレットや電子黒板を活用するか

につきまして、夏休み明けから研究が始まったと

ころでございます。 

  タブレット端末を活用した英語教育につきまし

ては、授業中にタブレット端末を活用する場合と、

自宅に持ち帰り、予習や復習として活用する場面

が想定されます。どちらの場合も、市販の教材や

教職員とＡＬＴが作成した映像資料等を用いて、

児童生徒に外国の生活や文化等に興味・関心を持

たせつつ、ＡＬＴとの英語によるコミュニケーシ

ョンを中心とした授業を展開する予定になってお

ります。また、わかりやすい授業を展開するため、

教材提示・情報収集機器としてもタブレット端末

の活用に取り組んでまいりたいと、このように考

えているところであります。 

  なお、豊浦小学校に導入しましたタブレット端

末、現物をきょうお持ちしましたのでご紹介申し
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上げます。これは、カバーがついているんですけ

れども、この程度の大きさのもの、10インチにな

ると思うんですが、これを子どもたちに、それか

ら先生もそうですが、使っているというようなこ

とでございますので、紹介させていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） それでは、最初の⑴、⑵、

⑶は関連でありますので、再質問はまとめてして

いきたいと思います。また、タブレット端末をこ

ちらまで持ってきていただいて、誠にありがとう

ございます。その後に質問をしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  小中学校の英語授業の中でＡＬＴの置かれてい

る位置といいますか、授業の中では、どうしても

僕なんかのイメージでは、ＡＬＴが学校の先生に

なって全て教えるのではないかなというようなイ

メージを持っていたんですが、当然、英語授業の

中には英語の担当の先生がいると思うんですが、

そういった中での英語の先生とＡＬＴとのその打

ち合わせは、当然していくと先ほどありましたね、

打ち合わせしていくというようなことがありまし

たけれども、どういった授業の進め方をしていく

のか教えていただきたいと思います。 

  それと、当然、小中学校、低、中、高、また中

学校についても、ＡＬＴの活用時間といいますか、

そういったものは当然変わってくると思うんです

が、その点についてもお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） まず、お尋ねのＡＬＴ

が授業の中でどういうふうな動きというんでしょ

うか、かかわりを持つのかということでございま

すが、小学校につきましては英語活動というのが

メーンでございますので、担任教師とＡＬＴとが

コミュニケーションをすると。会話をすると。そ

れをまず見せて、それに倣って子どもたちが簡単

な活動をすると、そういうようなお手本を見せる

というようなことが小学校の場合には大変多いと

思います。もちろん、あと、グループの活動にな

ったときに、ＡＬＴも先生もそれぞれ入っていっ

て、直接子どもとかかわりを持つという活動があ

ります。また、中学校ですが、中学校につきまし

ては、中学校の英語は話す、聞く、読む、書くと

いう４つの技能を効果的にバランスよく指導して

いくわけですので、その中でＡＬＴの活躍する場

面とすれば、話す、あるいは聞くという部分が大

変有効になってくるだろうと思っております。そ

ういうような使い方を中学校においてはやってい

ると、そう思っております。 

  英語の授業あるいは英語活動の中におけるＡＬ

Ｔの活用の時間ですが、一応、私どものほうとし

ましては、小学校につきましては低学年、１、２

年生では月１時間以上、中学年、３年生、４年生

につきましては月２時間以上、そして高学年、５、

６年生につきましては月４時間、年間にして35時

間以上の活用を促すようにしております。また、

中学校につきましては、学校の規模が小規模校か

ら大規模校までありますので多少差はありますが、

私どものほうとしましては、大・中規模校におき

ましては週２時間以上、それから小規模校におき

ましては余裕がありますので、３時間以上の活用

ができるように、工夫をお願いしているというよ

うなところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） ＡＬＴと英語の先生のそ

の授業のかかわり方については、おおむね理解を

しました。 

  その中で、今、活用時間ということでお尋ねを

しましたけれども、中学生については、小・中い
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ろいろありますけれども、３時間、また２時間以

上ということですけれども、ただ、親御さんにと

っては、中学校３年生になってくると、どうして

も控えているのが高校受験という部分が当然、念

頭にあるわけです。そういった中で、なかなかこ

のＡＬＴの活用の仕方、先ほどは話す、聞くとい

うようなことがメーンというようなことでありま

したけれども、親御さんたちが心配している、そ

ういった旨もあると思うんですが、そこら辺につ

いてはどのように捉えているのか、また、どのよ

うに対応ではないんですけれども、していくお考

えはあるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） ただいまのご質問であ

りますけれども、中学校におきます英語の授業の

あり方という部分ではあろうかと思います。 

  確かに短期的な見方をすれば、当然、ほとんど

が中学校３年卒業後、進路選択というのが出てき

ますので、それに備えた力をつけていかなければ

ならないということもございます。また、長期的

に見れば、子どもたちが将来大人になったときに、

英語を使ってしっかりとコミュニケーションが図

れる、そういう力をつけていくということも、こ

れもまた大切なことであろうと思っています。そ

このところをどうバランスをとっていくかという

ことが一番大きな課題であろうと思っております。

それで、それにつきましては、全ての時間ＡＬＴ

がかかわるということではありませんので、英語

担当の先生がしっかりと授業をするというような

場面もありますので、できるだけ子どもたちには

総合的な力をつけさせていくような配慮をしてい

きたいと、こう思っております。 

  なお、それに高校におきましては、昨年から英

語の授業はオールイングリッシュを基本として授

業を行っているということでありますので、子ど

もたちにとって、やはり英語が耳なれるというこ

とも、将来においては大変大切な力になってくる

のではないのかなと、こんなふうにも考えており

ます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 短期的、長期的な見方と

いうことについては、確かに私も、長期的な見方

をすれば、当然、本当に大事なことなのかなと、

そのように思います。ただ、いずれにしろ短期的

なそういった受験が控えている部分もありますの

で、よろしく配慮のほうお願いしたいと思います。 

  学校の英語教育以外のＡＬＴの活用については、

夏休みのイングリッシュ・サマー・スクールとい

うことで、私も参加をさせていただきました。非

常に有意義なサマースクールであったのではない

かなと思います。 

  そういった中で、このサマースクールの参加人

数といいますか、小・中・高、それぞれあったと

思うんですが、それとあわせて子どもたちがどの

ように変わったのか、その点についても少しお伺

いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） まず、お尋ねのイング

リッシュ・サマースクールの件ですが、当初、私

どもとしては、全体的に100名程度の枠で実施で

きるかなというふうに思っておりました。ところ

が、実際にふたをあけてみますと、希望者が殺到

しまして、400人を超える希望がございまして、

開催日をふやしたりして、それで、とにかく希望

してきた子どもたちは全部受け入れようというよ

うなことで実施をしたわけでございます。 

  私も行って見ていましたけれども、やっぱり最

初はどうしても子供たち、距離を置きますが、瞬
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く間にその距離が縮まりまして、お昼ごろになり

ますとＡＬＴを囲んで、車座になりまして、お弁

当を一緒に食べたりというような姿が見えました。

また、休み明け、ある学校では、子どもを対象に

したイベント、ＡＬＴが大勢来てイベントをやっ

たわけですけれども、そこのところでは、イング

リッシュ・サマースクールでかかわったＡＬＴが

来たんですね。その子が目ざとく見つけまして、

近寄っていって話しかけたりするという、そうい

うような場面も見られまして、大変効果はあった

んではないのかなと、こんなふうに思っておりま

す。 

  また、全てのＡＬＴは、本市に住民票を置いて

市民としても生活をしておりますので、さまざま

なところで自主的にいろいろな場面で活動してお

りまして、休み中なども地域の夏祭りなど、そう

いうイベントにも出ていったりしているような姿

も見受けられました。今後、11月に予定しており

ます生涯学習振興大会、なしお博ですが、こちら

のほうでは、何かの形でこういったＡＬＴたちが

ブースを設ける等の形で参加をするということも、

どうも計画があるようにも聞いていますので、今

後の活動についても大変楽しみな部分があろうと、

こう思っております。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） サマースクールの効果も、

本当に子どもたちがそのように変わって、この変

わった中には私も入っておりまして、本当に黒磯

の駅前の盆踊りのときにも外国人がいたんですが、

大層、話しかけたんですね、踊りをやらないかと

言って。そのぐらいやっぱりこっちも何か素直に

言葉が出たというか、そういった部分もあります

ので、やっぱり経験というものが大事なのかなと

いうふうに感じもしました。 

  そういった中で、この「イングリッシュ・サマ

ースクール」以外に何か行ったものがあるように

ちょっと伺ったことがあるんですが、お聞きした

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） グローバルコミュニケ

ーションのお話かと思いますが、実際に夏休み前

にも一度企画化したんですが、天候の関係で実施

できず夏休み明けになってしまいましたが、各学

校の希望によりまして、そのＡＬＴたちが10人前

後で学校に行きまして、一日その学校に滞在をし

て、その大勢のＡＬＴたちと、学年は違いながら

さまざまな活動をするというようなことがありま

す。既に、夏休み明けには埼玉小学校、それから

黒磯小学校においても、このGlobal Communicati

on Dayということで実施をしております。 

  今後、それぞれの学校の計画に従いまして、順

次進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） そのGlobal Communicati

on Dayですか、中身的にはどういったものなのか、

もう少し詳細にお聞かせ願いたいと思いますが。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 埼玉小学校の例をちょ

っとお話ししますけれども、必ずしもＡＬＴだけ

ではなくて、埼玉小学校の場合には、ほかに国際

協力協会の方々とか、それから、ほかの国籍の方

も参加してくださいまして、それぞれの国の文化

の紹介であったり、それから子どもたちと体を動

かす活動、しかもそれは日本語ではなくて英語で

行うということで、まさに、オールイングリッシ

ュとは言いませんけれども、流暢な会話ではなく

とも単語であったりしながら、あるいはボディー

ランゲージであったりしながら、子どもたちがＡ
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ＬＴとさまざまな活動を通して触れ合う、たっぷ

り触れ合うと、そういうような内容となっており

ます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 文化の紹介、またオール

英語ということで、単語とかそういったものを使

ってということですけれども、そういった中で、

学校授業以外に、学校内といいますか、教職員と

の、最初の答弁にあったと思うんですが、コミュ

ニケーション力が身につくというようなお話もあ

ったかと思うんですが、そういった中で、具体的

には先生方とＡＬＴとの関係ではどういったコミ

ュニケーションをつくっていくのか、そういった

また内容といいますか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 実際に学校に配置され

てまだ日が浅いので、さまざまな活動にまだ至っ

ていない部分もあろうかと思いますが、配置され

るとなった段階で、学校によりましては、英会話

の本を職員室に置いて、先生方も積極的にかかわ

ろうという、そういうような意欲を持っている学

校が大変多かったのは大変うれしく思っておりま

す。また実際、学校の先生方のさまざまな会合、

そういったところにも声をかけてくださって、本

当に仲間として既に学校が受け入れているという

ふうなところもございます。 

  今後、冒頭に申し上げましたように、単なる英

語活動の時間だけのＡＬＴという役割だけではな

くて、まさに学校生活の中で自然に子どもたちが

触れ合うと、そういうことをもっともっと大切に

していきたいというふうに思っておりますので、

今後、そのＡＬＴという呼び方がいいかどうか、

もう少し本市としての彼らの動きがわかりやすい

呼び方がないのかどうか、その辺も積極的に考え

ていければいいなと、こんなふうに思っていると

ころであります。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） もっともっと深くかかわ

っていけたらいいのかなというようなところが正

直な気持ちであります。 

  最初の答弁の中にあったのは、幼稚園とか保育

園等々、また児童クラブ等々に訪問したというこ

との話がありましたけれども、これからもお祭り

だとかイベント、当然入っていくんだと思うんで

すが、場合によっては、発達障害の施設だとか高

齢者施設、そういった生きがいサロンだとか街中

サロン等々もあると思うんですが、まずはそうい

う中に入っていくことによって、また可能性が広

がっていくという部分はあると思うんですが、そ

の点についての考えはあるのかお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 夏休みの後半あたりに

市内の幼稚園、保育園、児童クラブ等へ行きまし

たけれども、私たちも驚くぐらいに、園児たちは

大人以上に、すごく積極的にＡＬＴとかかわって

いく姿が見られたということで、ある施設の園長

先生は、とてもいい活動ができたので、またお願

いしたいというふうに、別の場所で会ったときに

その話を伺ったぐらいであります。今後、さまざ

まな活躍といいますか、活用の場がこれから出て

くるかと思うんですが、本来の目的が失われない

ことをしっかりと見据えた上で、可能な部分につ

いては活用させていただければありがたいなとい

うふうに思っていますし、これからいろんなアイ

デアがどんどん生まれてくるだろうと思っており

ますので、そういったことをここに期待している
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ところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 先日、教育課の職員の人

とお話ししたときに、英語は敬語がないんだとい

う、そういったお話を伺いました。日本と違って、

また本当に文化の中で育ってきた経緯かなと。日

本はどうしたって、侍文化とか、そういった上意

下達というような文化の中がありますけれども、

英語にはそういったものがないというようなこと

を伺ったところであります。 

  本当に驚いたという部分があるんですが、先日、

ある新聞で、グローバル時代の人材条件という土

曜の特集記事があったんですが、そういった中で、

民間企業を中心に、海外市場での開拓を担う国際

感覚にすぐれた人材の需要はますます高まる中で、

その数は不足しているというのが一般的な常識で

あると、国際舞台で活躍できる人材はどう育成す

べきかという記事であります。ただ、その中で、

グローバル人材というのは、今まではやはり英語

が堪能だというだけであったということでありま

すけれども、これからは特にコミュニケーション

能力が重要だというような記事でもありました。

特に、例えば、国際会議の場で議長さんの役割と

いうものの話があったんですが、いかにインド人

を黙らせ日本人をしゃべらせるかというのがジョ

ークであるというぐらいに、日本人はやはりそう

いった会議ではなかなか発言しないというような

のがあるみたいであります。 

  そういった中で、やはりこれからの諸外国との

対応を考えますと、ますます自分の意見はきちん

と言っていかなくてはならない、そういった人材

が大事なのかなと思います。そういった中では、

英語教育、非常に大事だと思います。 

  ただ、このＡＬＴの授業についても、自分なり

に感じたところは、昨年行われましたいじめコン

ソーシアム授業という中においても、やはり自分

の意見をいかに言わせるかという、言っていただ

くかということを考えますと、この英語を使うこ

とによって、そういった差別、いじめがなくなる

のではないかなというようなことをちょっと僕も

感じた部分があるんですが、そういった効果的な

ものも認識があるのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） ＡＬＴ導入の冒頭申し

上げましたとおり、この目的というのは、子ども

たちに豊かな国際性あるいは国際的に通用するコ

ミュニケーション力を育成することにあるという

ふうにお話し申し上げましたけれども、英語が話

せるではなくて、英語で話せるということですか

ら、要は中身が何なのかということであると思い

ます。それは、日本語であっても英語であっても

いいわけでありまして、相手にしっかりと伝える

ものをその人が持てているかどうかということが、

先ほどの議員がおっしゃったようなものなのであ

ろうというふうに思っております。 

  ですから、子どもたちには、積極的に人にかか

わること、それから、もちろんですけれども、臆

することなく自分の思いや考えを伝えると、そう

いうような態度をしっかりと身につけさせると同

時に、相手に伝えるものをしっかりと自分が持つ

ということ、それは、日本人ですから、日本語的

な論理で考えてもいいと思うんですが、それを英

語に変えて相手にしっかりと伝えられると、そう

いうメッセージをしっかり持つということが大事

ですが、そのメッセージを考える中で、自分と相

手の違い、あるいは文化の違い、そういったもの

を当然のことながら考えるようになってくるわけ

です。そうなってきますと、当然のことながら、

同じではない、互いに違うものがあるんだという
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認識をしっかり持てると、それが違いを認めてい

ける、そういう心にもなっていくんではないのか

なと、こんなふうになりますし、さらに言えば、

相手への思いやりを持って接するそういう態度、

そういったものも子どもたちの中には自然と育っ

ていくのではないのかなと、こんなふうに期待を

しているところではございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 英語を活用することによ

って、思いやり、相手の立場を理解しながら話を

進めていく、ある意味においては、また思考力と

いう部分も当然養っていくのではないかなと思い

ます。 

  そういったことを考えますと、たしかＡＬＴは

３年の計画というふうに伺っておりましたけれど

も、そういった教育的な効果、人間性的な効果も

考えると、さらにもっと長く延長するべきではな

いのかなと、そのように思います。 

  特に、教育については、短時間ではなく長い時

間かかっての結果といいますか、そういったもの

が出てくるのではないかなと思うんですが、３年

以後の計画というものを今聞くのは何なんですけ

れども、その後の計画も何らかの持ち合わせはあ

るのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 議員ご認識のとおり、

今後、ますます世の中というのは国際化が急速な

発展を告げるだろうと思っておりますので、将来

必要な人材、グローバル人材の育成というのは、

日本全体としての喫緊の課題であろうとも思って

います。また、2020年をターゲットイヤーとした、

国としても、そういう人材の育成というものは大

きな課題として捉えられているとも認識しており

ますし、本市としても、あるいは市教といたしま

しても、そういう将来の社会に備えた人材の育成、

子どもたちを教育していくということはとても大

切なことだろうと、このように考えております。 

  ですので、そういった意味からも、本市の将来

を見据えたときに、英語教育の推進というのは大

変大きな重要な意味を持つであろうと思っており

ますので、今後ＡＬＴ導入の効果について検証し

つつ、継続的な活用が今後図られていくように考

えていきたいと、このように思っております。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 基本はやはり子どもたち

だと思います。そういった中での本当に人材育成

というものをよろしくお願いしたいと思います。 

  次の質問ですけれども、英語教育推進委員会の

役割について、先ほど小・中９年間の指導カリキ

ュラムを作成というようなお答えがあったと思う

んですが、それについての目標といいますか、そ

ういったものをお持ちであれば、お尋ねをしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） まず、英語教育推進委

員会でございますが、この設置の目的は、改めて

申し上げますと、本市が進めます小中一貫教育を

視野に入れながらＡＬＴを活用したコミュニケー

ション能力を育成するための方策を策定し、それ

を学校に示すということが大きな目的となってお

ります。 

  具体的には、今、議員がおっしゃいましたよう

に、義務教育９年間の英語指導カリキュラムを作

成すること、それからコミュニケーション能力育

成に効果的な授業方法の研究、さらには、そのほ

か目的の達成に必要な事項に関することというこ

とで、全部で14人の委員の構成となっております。 

  特に、有識者アドバイザーといたしまして、文
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部科学省国立教育施策研究所名誉所員であります

渡邉寛治先生をお迎えいたしまして、委員長をお

願いしてございます。また、教育委員会のスタッ

フ、ほかに小学校から１名、中学校から２名、さ

らには、既にこれまでも配置しておりました英語

教育支援員、これら５名を委員として、14名の構

成で現在活動をしているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 委員の構成等を伺いまし

たけれども、成果目標じゃないですけれども、小

中一貫の中でやってきた中でカリキュラムをつく

るという中において、再度のことになりますけれ

ども、その目標はどの程度に置いてあるのかとい

う部分をお尋ねしたいと思うんです。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 一つには、作成したカ

リキュラムの評価をどうするかというのが、実際

のところカリキュラムの問題では一番大きな問題

であろうと思っていますが、わかりやすく言いま

すと、最終的に、中学校３年生卒業の時点で、英

検３級程度の力をつける子どもたちが50％だった

かと思うんですが、そういった目標を掲げて、そ

れに向けての計画を練っていくというようなこと

でございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 一貫校ということで、ま

だカリキュラムの中での評価といいますか、そう

いった部分については、３年生で50％以上、英検

３級という程度の英語力ということで、期待をし

たいと思います。 

  また、委員の中では、有識者アドバイザーとい

うことで、渡邉先生ですか、ということで中心に

なっていくということで、ここの部分が一番中心、

核になっていくんだと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、国際交流も含め、Ａ

ＬＴと地域のかかわりは非常に大切なことになる

であろうと思います。また、ＡＬＴの皆さんにと

っても、日本を知る一番大事な身近なところで体

験できるのかなというような期待をしてもおりま

す。 

  また、先ほど来お話がありますように、我々に

とっても、外国人と接するということについては、

接していくたびに自信がついてくるといいますか、

そういった効果もあるのではないかなと思います

し、子どもたちにとっては特にそういった部分が

大事なのかなというようにも感じております。そ

ういった部分で、しっかりとお願いしたいと思い

ます。 

  ただ、そういった中で一つ懸念されることがあ

るのが、ＡＬＴの皆さんが何らかの事情で、親御

さんが亡くなったとかという事情で突然帰国する

といった、そういった緊急的な場合もなきにしも

あらずなのかなという、そういった場合での対応

をどのように考えているのか、最後にお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 以前にお話を申し上げ

たかと思いますが、中学校に配置しているＡＬＴ

につきましては、教育委員会が直接雇用しており

ます。一方、小学校につきましては派遣をお願い

しておりますので、派遣につきましては、欠員が

生じた場合には直ちに補充が可能だということも

契約の条件の中に入っておりますので、大きな問

題としてなることは余りないんじゃないかと思っ

ております。 

  直接雇用につきましても、これまでにも、何ら

かの事情があって帰国せざるを得ないというケー
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スもございました。それについても、多少、間は

あいてしまうこともあり得ますが、これにつきま

しても対応は可能であるというふうに考えており

ます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 次に、タブレット端末を

使った英語授業についての再質問をしていきたい

と思います。 

  これは６月の下野新聞なんですが、「英語授業

を県内初文科省モデル校に指定」ということで、

タブレット端末を豊浦小学校にということで、導

入することが載っておりました。 

  そういった中で、先ほどもたしかお答えになっ

たと思うんですが、文科省の実証授業というよう

なお話があったと思うんですが、具体的にはどう

いった内容なのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、文部科学省

のモデル校指定のことにつきましてお答え申し上

げます。 

  この事業は、今年度、平成26年度単年度の事業

といたしまして、文部科学省委託の「ＩＣＴを活

用した教育の推進に資する実証授業」というのが

名称でありますけれども、その中に３つの課題が

ありまして、その３つの課題の中の１つが、最適

な指導方法の開発というものがございます。そこ

に応募いたしまして、本市の豊浦小学校が実証校

として指定されたわけでございます。 

  具体的には、各教科等における指導の中にＩＣ

Ｔを活用することが有効な場面を授業実践し、そ

の授業を映像収録、ですから映像として録画をし

て、それを来年度、全国都道府県と政令指定都市

にその映像教材として配付をするというようなも

のがこの実証授業の中身となっております。各教

科いろいろな学校で実践が行われて、それが映像

の資料として収録されることになるわけですが、

その中の小学校の英語活動という部分で、本市の

豊浦小学校が指定校になったというご理解をいた

だければよろしいかなと、こんなふうに思ってお

ります。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 映像を全国的に配信をし

ていくという中においては、保護者の方も多分に

期待はしているのかなと。また、そういった部分

の一方で、教える側にとっては大変なこともある

のかなというふうにも思うんですが、そういった

中でお尋ねをしたいのは、そのタブレット端末を

使っての英語の授業の中身のやりとりといいます

か、どういった形でそのタブレットを使ってやり

とりをしていくのか。先日、山梨大学というとこ

ろでのテレビで放映があったんですが、今までは

講義型で全部一方的に話をしていた。しかし、４

人ぐらいのグループに分けて、その中でのタブレ

ット端末を使ってのやりとりというものがありま

したけれども、ちょっとイメージできるようにお

話をしていただければと思うんですが、よろしく

お願いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） タブレット端末を使っ

た授業のスタイルというのは、さまざまなものが

あろうと思います。全体的なものとして使う、そ

れからグループで使う、それから個人で使うとい

うような形態が考えられますが、豊浦小学校にお

きましては、５年生全員に配れるだけの台数を整

備させていただきましたので、個人に１台で使っ

た場面というものも研究できることになっており

ます。ですので、一つのイメージとしては、英語

活動におきまして、ＡＬＴが登場して、何がしか



－94－ 

の会話とか言葉とか、そういったものを映像とし

て教材として作成して、それをタブレットに入れ

ておいて、それを事前に子どもたちが見て、次の

学習活動がどういったものがされるのかというこ

とをあらかじめ事前に予習しておいて、それらを

活用してたっぷりと、小学校の場合は45分の授業

ですけれども、その中で活用の時間を確保すると

か、そういうような利用の仕方というのを一つの

イメージとして現在考えているというようなこと

であります。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 今回の我々委員会での行

政視察も、そういった中で、タブレット端末の授

業を２年生、４年生、６年生という中で視察をし

てきたわけでありますけれども、２年生、４年生、

６年生―６年生の先生については、やはり経験

豊富な先生だったのかなという部分については、

たくさんの気配りができていたのかなというふう

に感じております。しかし、２年生については、

授業生徒数がたしか９人だったと思うんですが、

その中で、算数だと思うんですが、正解が６人、

３人ができていなかったと。そういったときに、

３人のほうに先生が集中的に教えてしまっていて、

残り６人が手持ちぶさたで何もしていないという

状況があったものですから、そこら辺については、

やはりタブレット端末をいかに活用できるかとい

うか、使い方になってくるのかなと思うんですが、

そこら辺についても、しっかりと研修といいます

か、そういったものをやっていっていただきたい

なと思いますけれども、その使い方についての危

惧されているところはそれ以外にあるのか、お尋

ねしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今回、タブレット端末

の導入、ＩＣＴにつきましては、実は国としまし

ても、ＩＣＴを活用した教育の推進に関する懇談

会というものがつい先ごろ、こういう報告書をま

とめたような状況にありまして、これからいろい

ろその研究が取り組まれていくという状況にはあ

るということをご理解いただきたいというふうに

思っております。 

  また、情報端末ですので、その機械的な操作に

ついてもなれていかなければならないと思ってお

ります。 

  ただ、全てを先生方にお願いするということで

は、これは大変負担が多くなるというように思っ

ておりますので、今回、豊浦小学校の導入に当た

っては、ＩＣＴ支援員を常駐させるという形をと

らせていただきました。 

  また、このＩＣＴ支援員の常駐につきましても、

実は、文科省の研究指定の中で、その費用につき

ましても含めるという形で研究指定をさせていた

だきましたので、十分にＩＣＴ支援員の活用を、

これも図っていきたいというふうに考えていると

ころであります。 

  先生方は、ぜひ授業の中でどう生かしていくの

かということを、まさに議員がおっしゃったよう

なもの、それがとても私は大事だというふうに思

っておりますので、現在、豊浦小学校の先生方は、

大変積極的にその活用について研究に取り組んで

いるということでございます。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 豊浦小学校の名前も出ま

したけれども、本当にあそこの、こう言っては何

ですが、教頭も一生懸命なのかなというふうに感

じております。 

  ただ、そういった中で一つお尋ねしたいのは、

なぜ豊浦小学校がモデル校指定になったのかなと、

そういった部分については経緯も当然あるのかな
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と思うんですが、そこら辺をお話しいただければ

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 以前にお話を申し上げ

たことにも関係すると思いますが、豊浦小学校に

つきましては、実はこれまでも、学校配当予算の

中で独自にタブレット端末を数台導入して、学校

独自の活用について研究を進めてきておりました。

特に理科なんかでは、実験の難しい単元などでデ

ジタル教材を活用した教材提示等であったり、あ

るいは特別支援学級におきまして、一人一人の子

どもの学びのスピードに合わせた学習が展開でき

るような活用の仕方等、大変工夫をして学校教育

活動の中に取り込んでいたという実績がございま

したので、それらを生かした上で、さらに研究を

進めていただくということで、豊浦小学校を研究

指定させていただいたということであります。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） わかりました。 

  最後の質問になりますけれども、豊浦小学校が

選ばれた理由、実績があったということですので、

了解をいたしました。 

  これからなんですけれども、現在、豊浦小学校

だけの英語授業という中でのタブレット端末の活

用ですけれども、今後の進め方はどのように進め

ていくのか、最後にお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今後、タブレットをど

う広めていくかというお話だと思いますが、これ

にはハード整備とソフトウエアの充実という２つ

があると思っております。特にハードにつきまし

ては、今般、豊浦小学校が耐震改修ということも

ありまして、いわゆるその通信環境の整備も同時

に行えたわけであります。Ｗｉ－Ｆｉ環境を今後

どうつくっていくかということも、タブレットを

使っていく上では大変重要な要素になってまいり

ます。そういう通信環境を今後整備していく中で

のタブレットの導入ということもあります。 

  また、タブレットはあくまでも機器ですので、

それを生かすためにも、必要な教育のコンテンツ

の充実、開発というものも大変重要になってくる

と思います。そういったものを、今回の豊浦小学

校の研究指定の中でさまざまな課題等をしっかり

と確認していきながら、今後そういった、先ほど

申し上げましたようなハードの環境整備、それら

もあわせた上で、計画的に市内のほかの学校にも

整備ができていけば大変ありがたいなというふう

に思っております。 

○議長（中村芳隆君） 12番、鈴木紀君。 

○１２番（鈴木 紀君） 今回、英語教育の充実と

いうことで質問をいたしました。これから人口減

少、高齢化が進む中、学校と地域社会というとこ

ろのつながりも重要な観点ではないかなと思いま

すし、また、グローバル化が進むという中で、そ

の中心になってくるのはやはり人であります。そ

ういった人と人とのコミュニケーション力をしっ

かりとつけていっていただきたいと思います。 

  また、そういった中でも、日本国内を見ると、

子どもの虐待、いじめ、さらには育児放棄、子ど

もの貧困問題等々、たくさん子どもにかかわる問

題もあります。そういった中において、いかに教

育を充実をさせていくのか、そこに焦点を当てる

べきだと私は思っております。 

  また、環境に負けない人づくり教育、これも大

事なところではないかなと思います。どんな環境

になっても負けない、環境のせいにするのではな

く、その環境を乗り越えられる、そういった強い

心を持った子どもを育てていただきたい、そのよ
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うにも思います。 

  そういった中で、最後になりますけれども、英

語教育を通して人とのコミュニケーション力、ま

た、それぞれの五感を使った中で、しつこくなり

ますけれども、環境に負けない人づくり教育をよ

ろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わり

にいたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で12番、鈴木紀君の市

政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 藤 村 由美子 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、１番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） こんにちは。 

  １番、藤村由美子です。 

  通告に従って一般質問を行います。 

  １、合併10年に向けた検証について。 

  平成17年１月１日に、旧１市２町が合併して那

須塩原市が誕生し、10年が経過しようとしていま

す。来年、合併10年を迎えるに当たり、10周年を

記念する事業がたくさん用意されていますが、合

併そのものを振り返る話を耳にしません。 

  そこでお伺いします。 

  ⑴市として、合併10年に向けての検証は行った

のでしょうか、お伺いします。 

  ⑵合併する際の協定項目の中で実現できたこと、

反対に実現できなかったこと、また現在進行中の

ものについてお伺いします。 

  ⑶現在の本庁方式は今後も継続するのでしょう

か、お伺いします。 

  ⑷市民は合併してよかったと思えたのか、市民

の間で一体感が生まれたのか、市としてどのよう

に捉えているかお伺いします。 

  ⑸市民の一体感を醸成し、今後市が発展するた

めに、市が考えている具体的な取り組みをお伺い

します。よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 藤村議員の質問にお答え

いたします。 

  合併10年に向けた検証についてから順次お答え

いたします。 

  ⑴の市として合併10年に向けての検証は行った

かについてですが、合併後、５年という一つの区

切りを迎えた平成22年度におきまして、過去を振

り返るという観点に立ち、合併協定項目と新市建

設計画における施策について、行財政基盤、住民

サービス、インフラ整備の３つの視点からの分類

をいたし、合併の検証を実施いたしました。 

  検証結果につきましては、パンフレットを作成

し、合併記念式典で配布するとともに、広報によ

り市民の皆様に周知をしてきたところであります。 

  なお、本年度におきましては、合併特例債の期

間延長に伴う新市建設計画の改定を行うための検

証作業を行っているところであります。合併10周

年という節目を迎えるに当たっては、未来志向で、

次世代のために夢が育まれるまちづくりにつなげ

ていけるような取り組みを行っていきたいと考え
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ております。 

  次に、⑵の合併する際の協定項目の中で実現で

きたこと、反対に実現できなかったこと、また現

在進行中のものについてですが、合併協定項目に

つきましては、合併の方式、合併の期日等、多岐

にわたるところであり、合併により目指していた

ものが実現できたかという視点に立ちますと、合

併による行財政の効率化並びに合理化が図られ、

人件費等の経費は着実に削減されたところであり

ます。あわせて、合併のスケールメリットを生か

した合併特例債を活用した大型事業も実施できて

おります。 

  また、合併による広域的なまちづくりとして、

本市の主要産業である観光施策が充実し、展開で

きることも広域的なまちづくりの一つであると考

えております。 

  いずれにしても、県内の他市と比較し、本市の

人口減少率が低いことは、合併をしたことによる

一つの大きな効果であるものと認識しております。 

  次に、⑶の現在の本庁方式は今後も継続するか

についてですが、平成20年４月より、市民にとっ

て簡素でわかりやすく市民サービスが向上する組

織に改革し、職員にとっては、能力が十分に発揮

でき、地方分権及び緊急課題等に対しても柔軟に

対応できる合理的な組織を実現することを目的に、

総合支所方式を廃止し、本庁方式としてまいりま

した。 

  現在、西那須野支所に上下水道部、教育部が配

置され、一部分庁方式をとっておりますが、新庁

舎ができるまでは、このような方式をとらせてい

ただきたいと考えております。 

  なお、支所におきましては、新庁舎建設後も存

続していく方向で検討しております。 

  次に、市民は合併してよかったと思えたのか、

市民の間で一体感が生まれたのか、市としてどの

ように捉えているかについてですが、合併は、自

治体の最大の行財政改革であると言われており、

複数の自治体が一つになることにより、合併によ

るスケールメリットを最大限活用することで、よ

り効率的な行政運営を図り、市民サービスの一層

の向上につなげていくことだと考えております。 

  今後におきましても、合併の効果を最大限に生

かすとともに、市民の皆様から、このまちに生ま

れてよかった、住んでよかったと実感していただ

けるまちづくりを進めてまいります。 

  また、那須塩原市は合併後間もなく10年を迎え

るわけですが、その間、市民の皆様の一体感を醸

成するための取り組みを進めてまいりました。平

成22年度に実施いたしました市民アンケートの設

問におきましても、５年前に実施したアンケート

と比較し、「市への愛着」、「市政、まちづくり

の満足度」は、ともに増加した結果でありました。 

  これらの結果も踏まえ、旧３市町の一体感につ

きましては、一定の成果は得られているものと考

えております。 

  終わりに、⑸の市民の一体感を醸成し、今後市

が発展するために考えている具体的な取り組みに

ついてお答えいたします。 

  国と地方の財政を取り巻く環境は、少子化の進

行、高齢化の加速などにより、収入の減少を初め、

社会保障費の増大、生産年齢人口の負担増、イン

フラ維持の困難などが見込まれ、大変厳しい状況

に置かれている中、日本創成会議において、今さ

らですが、2040年度までに全国の896自治体で20

歳から39歳までの女性人口が半減するとの試算が

出され、消滅可能性都市となるおそれがあると発

表されたことも、いまだ記憶に新しく、今や全て

の自治体が危機感を持ち、人口減少時代における

都市間競争に勝ち残るための方策を練っていると

理解しております。 
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  これらの行政課題について、市民の皆様と共通

認識し、課題解決に向けた定住促進策を今後とも

推進していきたいと考えています。 

  また、庁舎建設市民検討懇談会におきまして、

委員から、市民の一体感の醸成を図るためにも、

新庁舎が新市のまちづくりのシンボルであり、象

徴的な位置づけになるようにとのご指摘をいただ

いておりますので、これらにつきましても今後の

協議の中で検討を進めていきたいと思います。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 市長、ご答弁ありがとう

ございました。 

  それでは、関連しておりますので、⑴、⑵、⑶、

⑷についてまとめて再質問いたします。 

  市として、合併５年後に検証を行ったというこ

とで、市民の皆さんにも一度配布をしたというお

答えをいただきました。合併10年の検証は、同じ

ようには行わないのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 市長から答弁がありま

したように、10周年に当たりましては、未来志向

で次世代のために芽が育まれるようなまちづくり

に取り組んでいきたいというふうに考えておりま

して、10周年という節目に当たって、改めて検証

を行うということは予定してございません。 

  しかしながら、合併特例債の期間が延長される

ということでございますので、新市建設計画につ

きまして、その改定に当たって、検証作業を今進

めているというところでございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 合併というのは、ある目

的を持って大きな変遷を遂げたわけですから、通

常の検証にとどまらず、何がどう変わったのか客

観的に検証する必要があると思っています。その

ために５年後に検証もなされたのだと思います。 

  この10年の検証は行わない、自治体として一つ、

もう次の目標に向かって進みたいということなの

ですが、市民への意識調査も行わないということ

でよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 市民の意識調査という

ことで、この意識調査がどういう意識調査かとい

うこともあろうかと思いますけれども、合併をし

てよかったかどうかというような意識調査は考え

てございません。総合計画を策定する段において、

市民の市への愛着度、また満足度というようなア

ンケートについては行っていきたいというふうに

は考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 合併10年ということで市

民への意識調査は行わない、市への満足度という

ものでそれを判断なさるというお答えでしたが、

この合併というのは、市民にとって生活基盤に変

化をもたらしたものです。生活基盤の線引きが変

わったことで、逆方向に足を向けなくてはならな

くなった地域もあります。この市民のくすぶった

思いは、本当に10年たって解決したのでしょうか。 

  スケールメリットを生かした合併特例債を利用

して大型事業もされ、行財政の効率化を行って人

件費の削減も進んだ、できたことはたくさんある、

ですから、もう、合併というくくりでは検証も報

告もせず、お祝い事業だけを行う。これから一致

団結して次の時代に踏み出そうというのが市の現

在の認識であるというお答えであったと思うので

すが、市民は果たしてそこまで一体感を持ってい

るのか、どうしても疑問が残ります。 
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  例えば、市の合併に際し、各公共的団体も合併

に取り組みました。統合する予定の団体は、この

10年で全て一つになったのでしょうか、お伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 合併の協定項目の中に

公共的団体の統合ということで、大きく捉えます

と、統合という方向で進められているというふう

には認識しておりますが、細部の細かな団体につ

いては、まだ統合がされていないという団体もご

ざいます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 10年たって、統合が済ん

だところと、済んでいないところがあるというお

答えでした。済んでいないところ、これはどのよ

うな理由があったのでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 公共的団体という中で

一つ、商工会というのがございますけれども、統

合に向けてこれまでも市のほうでは投げかけをし

ております。ただ、やっぱり民間の団体というこ

とで、それぞれの思いというのがありますので、

一概に強制的にということもできませんので、そ

れは団体の状況を見守っているというところでご

ざいます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 民間の団体であるので、

強制力はないとのことでした。ただ、商業の団体

が一つになっていないというのは、那須塩原市を

これから定住促進という大きな目的で進めていく

上で、これがネックにならないか、とても心配し

ております。 

  女性団体の合併について触れさせていただきま

すと、旧１市２町、それぞれあった女性団体を一

つにまとめるのは、確かに大変なことでした。し

かし、市の合併前から準備をスタートしたこと、

そして、統合するに当たり、旧市町の名前を使わ

ないように班分けを行ったこと、そうやって、そ

れぞれの地域意識を抑える工夫をしたことで、非

常に早い段階で一つにまとまったのは成功事例で

あったと自負しております。それぞれの地域で行

われてきた活動の歴史は貴重ですが、それだけに

固執すると合併した意味がなくなります。本来、

同様の目的を持つ広い地域の市民同士が、その活

動目的を共有し、さらに衆知を集めて活動の質を

高められるよう、広い視野に立って、広い心で活

動を束ねていくことが必要だと、あのとき実感し

ました。 

  本庁方式については、新しい庁舎ができるまで

はこの状態でいき、支所も残すというお答えでし

た。合併時の約束事である新庁舎建設の中で、今

後、市民にとって最善の形を検討されるのだと思

いますが、那須塩原市は、何といっても県内２位

の面積を有する広大な市です。合併して広範囲に

なったため、市民サービスを低下させないために

支所を残して窓口業務を残し、ワンストップで利

用しやすい新しい庁舎も建設するとなると、両方

実現するというのは、財政的にも非常に厳しいと

思います。この点はどのように解決するのでしょ

うか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 新庁舎ができても支所

は残すという方向で検討しているところでござい

ますけれども、これから高齢化社会ということが

ございます。やはり身近なところで社会的弱者と

言われる方々が申請をできるというような体制も、

市として考えていかなければならないだろうとい
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うふうに思っておりまして、支所を残すというこ

とで検討しているところでございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 財政的に厳しいことにつ

いては触れられなかったんですけれども、この新

しく建設される予定の新庁舎が、先ほどの市民懇

談会でも言われているような市民のシンボル、よ

りどころとなるには、市民が必要とする行政サー

ビスだけではなく、例えば金融機関や郵便局、コ

ンビニなど、市民生活に必要な施設が併設される

ことや、各地域から庁舎へのアクセス手段がきち

んと確立されることが望まれます。市の行政機能

がパワーアップし、市民生活の動線とうまくリン

クさせることができて、初めてどの地域の市民も

合併してよかったと実感できるはずです。 

  午前中の山本議員の質問でも出た点ですが、合

併後は組織改編の際、庁舎のスペースの関係で部

門ごと別庁舎への移動があったりして、市民も混

乱しました。市民が庁舎やいろいろな施設の間を

右往左往しなくて済むようになることが、合併し

てよかったと思える指標の一つとなると思います

が、新庁舎での本庁方式で解決するということで

よろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 新庁舎建設の中で、現

在の一応分庁になっている部分は解消できるとい

うふうには考えてございまして、その中で、その

さまざまなワンストップなサービスというものも

実現できるだろうというふうには思っております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） バス路線の問題について

も、これまで議会で、一貫して公共交通として都

市計画と一緒に再考していただきたいとお願いし

てきたところですが、新庁舎と各地域をどのよう

に結ぶのか、広くなった那須塩原市全域の市民生

活の目線に立って解決しないと、地域公共交通へ

の不満は、ややもすると、合併したから不便にな

った、こんなはずではなかったという姿に、不満

に変わってしまう可能性があります。この点に留

意して、各地域から拠点まで、拠点から庁舎へ、

これらの移動手段について市民のニーズを丁寧に

検証していただくようお願いいたします。 

  あと、これも同様に、合併によりスケールメリ

ットを生かした行財政の効率化を行い、人件費の

削減が進んだとのことでしたが、職員数の削減を

行いながら市民サービスをどのように維持してい

るのですか。市民が、市が大きくなってよかった

と実感できるスマートで心地よい市民サービスは、

効率化を行いながら、どのように実現するのかお

聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 合併の最大の目的とい

うのが行財政の改革ということでございまして、

その一つのものが職員数の削減ということだろう

と思います。現在、職員数は合併当時よりも大分

減ってきているということでございますけれども、

それぞれの職務の見直し等を行いながら効率的な

執行に努めてきているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 職員の方の大変なご努力

のおかげだと理解いたします。 

  市民が合併してよかったと思えたのか、一体感

が生まれたのかについて⑷で見解を伺いましたが、

市民に対して合併の10年を振り返る意識調査が行

われない以上、現時点で合併そのものを直接的に

評価する結果は出ていないと思います。 

  私が聞いてみた数人の方は、お祝いと言われて
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も何がめでたいのかよくわからないという方や、

まだまだ一体感がないという厳しいご意見の方、

また、実感はないけれども、お祝いをすることは

別に悪くないんじゃないかといった他人事のよう

なご意見もありました。このような状態で10周年

を祝う事業が役所主導で幾つも開催されることに、

私は、何かちょっと違うなといった感じがしてい

ます。検証なしに実態が置き去りにされているよ

うで、手放しでお祝いする気になれないのです。

本当にこれでいいのでしょうか。 

  そこで、⑸の再質問を行います。 

  市民の一体感を醸成し、今後、市が発展するた

めに市が考えている取り組みを伺いましたが、都

市間競争が今激しいので、定住促進を進めていか

れるというお答えが主なものであったと思います。

市民の愛着、満足度は少しは改善されているとい

うことでしたので、これ以上具体的に、細かい一

体感を醸成する具体的な施策は出ていないのかな

という気がしました。 

  この市民の一体感を醸成するために、どうして

も私が気になっていることが幾つかあります。 

  まず、一番気になっているのは、市の代表的な

お祭りのことです。市内では、旧３市町で行われ

てきたお祭りやイベントが、合併後10年間従来の

まま行われています。もちろん、それぞれの地域

で盆踊りなどが開催されるのは、地域のつながり

を強める上で必要なことです。しかし、那須塩原

市としてＪＲにポスターを掲載し、県内外から誘

客するようなお祭りである、例えば巻狩まつりや

花火大会など、これらが市の最北端の河川敷で行

われているのは、那須塩原市の魅力を発信する意

味で最適な場所と言えるのでしょうか。 

  新幹線がとまる駅が市の中心部に位置し、大通

りもあり、歩行者天国にすれば、電車で来た来場

者をピストン輸送する必要もなく、那須連山を真

正面に臨みながらお祭りが開催できると思います。

合併10周年を記念して、一度市の中心部で大きな

お祭りを行うことはできないのでしょうか、お伺

いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 巻狩まつりを那須

塩原駅の周辺でできないかというようなお尋ねと

いうことでよろしいですか。 

  一つのご提案、一つの考え方ということで受け

とめさせていただきたいというふうに思います。 

  ただ、ざっと考えただけでも、キャパの問題で

あったりだとか、あるいは交通規制の問題あるい

は駐車場の確保、さらには２次交通の問題等々ご

ざいますので、超えなくてはならないハードルが

いっぱいあるんだということもご認識していただ

ければありがたいなと思います。 

  その上で、私が思っているのは、やっぱりより

多くの市民に親しまれて、より多くの市民が一体

感を持っていただけるような祭りというのはどう

いうものかということになりますと、やる場所を

どこでやるかということも重要なんだとは思うん

ですが、それ以上に内容のところで、市民の皆さ

んがいかに参画していただけるような祭りにする

か、そういうことがまず大切なのかというふうに

思っています。 

  そういうことからしますと、我々としては、関

係各位のご意見をいただきながら、今の巻狩まつ

りというものを、より市民力を結集して、市民の

祭りにしていくというようなところが、まず第一義

的なものなのかなというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございます。 

  交通規制や駐車場の問題など、難しい点がある
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のはどの自治体でも同じことです。それでも、全

国で人気のお祭りは、必ずと言っていいほど大通

りで行われています。また、各公共的団体の合併

のときにもお話ししましたが、それぞれの地域で

の伝統を重んじるばかりに、結局歩み寄りが行わ

れないと、何のために合併したのかということに

なります。実際、巻狩まつりの歴史はそれほど古

いわけではございませんので、まだ進化している

途中だと私は思っています。 

  部長もおっしゃってくださいましたので、市民

の血が騒ぐような、他県の市民も参加したくなる

ような躍動感ある祭りにするためには、開催場所

や実施内容をこの機会に再検討する必要が私もあ

ると思っています。それは同じ思いであるという

ことでしたので、よろしくお願いいたします。 

  この巻狩まつりについては、おっしゃるように、

市民からたくさん意見を集めていただくようにお

願いして、もう一つ気になっていることが、蛇尾

川があります。さきに触れた、合併がうまく進ん

だ女性たちがかかわる団体で会議を開く際に、い

つも決まってネックになるのがこの蛇尾川です。

この川を挟んで、どちら側の場所で会議を行うか

が綱引きになるのです。草ぼうぼうの水なし川、

那須塩原市に水源を持ち、市の中央を流れていな

がら那珂川河畔公園のような市民が集える場所も

なく、散策できる土手もなく、せっかく一つにな

った私たち市民を、分け隔てる暗くて深い溝のよ

うです。なぜ、ここが手つかずなのでしょうか、

とても不思議です。 

  この蛇尾川の河川敷について、今後市民が利用

できるように整備される予定はあるのでしょうか、

ないのでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 蛇尾川における整備

でございますが、公園の整備というようなことが

考えられると思うんですが、現在、那須塩原市に

おきましては、都市公園と言われる公園が、大き

なものから小さなものまでを含めますと、42の公

園がございまして、そのほかに県の広域公園と言

いまして、那須野が原公園、１カ所ございまして、

43の公園がございます。そういった公園の面積を

市の人口で割りますと、住民１人当たりの公園面

積というのが出るんですが、この面積が現在基準

を満たしているということから、現在、新規の公

園整備計画はございません。 

  そういった中にありまして、今回、蛇尾川の河

川敷の利用ということでございますが、蛇尾川に

つきましては、通常は水が中流部、中間部におき

ましては流れてはございませんが、大雨等が降り

ますと、川幅いっぱいに水が流れるというような

状況もございます。 

  そういった中で、その面積の確保ができるかと

か、また、そういった施設を整備することが新市

の一体感の醸成につながるのかどうかということ

も含めまして、今後、研究をさせていただければ

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君に確認

申し上げます。 

  通告内容からちょっとそれておりますので、通

告内容に戻って質問をいただきたいと思っており

ます。 

  １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 市民の一体感を醸成し、

今後、市が発展するために市が考えている取り組

みの中に、市民の集える場所を市の中心部に置く

という考えがあるのかどうか伺いたかったので、

この蛇尾川についてお話を入れさせていただきま

した。 
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  では、あと１点、市と市民との協働の仕方につ

いて、幅広い市民の力を生かしてお祭りのことと

かもやっていただきたいと思っているのですが、

かかわった市民は住民としての当事者意識が育ち

ますので、さまざまな個性から飛び出してくるア

イデアや意見、それをぜひ取り上げていただいて、

難しい問題には市民をたくさんたくさん入れてい

ただくようにお願いしたいと思います。 

  お金をかけて専門機関に調査を依頼するばかり

がベストの方法とは限りません。市民と行政の職

員たちが自分たちの足で歩いて調査し、悩み苦し

む過程がまちづくりそのものだと思います。新庁

舎にしても、地域公共交通にしても、お祭りにし

ても、全地域からたくさんの市民にかかわっても

らって、一緒に悩みながら問題解決していく過程

で強い一体感と郷土愛が生まれると考えています。 

  このようなことは、市として考えられています

でしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 市民の一体感のために

市民の意見をというようなことであろうかと思い

ますけれども、市民の協同の推進のための推進協

議会というのができておりまして、さまざまな団

体に加盟をしていただいておりまして、市民が協

働で取り組める事業等について種々検討を行って

いただいているということでございます。 

  そういった団体等の設立もありますので、そう

いった中で、これからも協働についていろいろな

提言、ご意見がいただけるだろうというふうに思

っております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 合併10周年の検証は行わ

ない、計画どおりに施策が実施されているかどう

かが各部署で検証されており、市民に満足度とし

てアンケートをとっているから、それを合併に対

する市民の意見として受けとめるということだと

思うのですが、それすなわち、それが合併を検証

することにはならないと思います。 

  経済成長著しかった昭和の合併のときのように、

自然に時がたち、合併の成果が出るのを待ってい

ては、問題点の把握がおくれ、適切な次の施策展

開につながりません。市の発展のために、今がタ

ーニングポイントだと思います。この数年の努力

が、必ずや未来の那須塩原市の底力になると思い

ます。 

  市民の一体感がまだ醸成できていないとすれば、

どこに一体感をそぐ原因があるのか、何が足かせ

になっているのか、最後のしこりとして残ってい

る問題を解決するためにも、ぜひ検証を入念に行

い、その検証を今後の施策や10周年の記念事業に

発展的に生かしていただくようお願いして、１の

質問を終わります。 

  ２、市民税等の出納に際し、市が金融機関に支

払う手数料について。 

  これまで、市民税等が給与天引きされない市民

は、市から送付されてくる納付書を金融機関に持

っていき、納付していました。希望する市民は、

一度に全期分を前納することもできましたが、前

納報奨金が廃止されることにより、今後は分割払

いがふえる可能性があります。市民が税を納付す

る際に手数料はかかりませんが、市民が納付した

税金等を市が金融機関から受け取る際や、市民の

口座から税金等を引き落とす際、市は金融機関に

手数料を支払っています。それについてお伺いし

ます。 

  ⑴どのようなケースで幾らの手数料が発生する

のか、お伺いします。 

  ⑵現在、所得税の源泉徴収義務がある給与支払

者（事業所）で市県民税の特別徴収を行っていな
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い事業者に対し、従業員の市民税を源泉所得税と

同様に給料から天引きし、事業者が毎月まとめて

市に納付する特別徴収義務者への指定が進められ

ています。これにより、特別徴収義務者がどのく

らいふえるのか、市にとって手数料はどのように

変化するのか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○会計管理者（大島厚子君） それでは、⑴のどの

ようなケースで幾らの手数料が発生するのかにつ

いてお答えいたします。 

  市税等を納めるには、大きく分けると納付書払

い、口座振替の２つの方法があります。納付書払

いには、金融機関、郵便局窓口やコンビニで支払

えます。口座振替は口座から自動的に引き落とし

になるものです。 

  平成25年度納付書払いの手数料についてですが、

指定代理金融機関、収納代理金融機関及び関東各

都県、山梨県の郵便局で取り扱っているものは、

１件につき5.25円で、８万8,179件、金額にして

46万2,725円。全国の郵便局窓口で納付できる郵

便振替分は１件につき30円で2,896件、８万6,880

円。コンビニ納付は、地銀ネットワーク株式会社

に１件につき57.75円で、12万2,109件、705万

1,820円を支払っており、納付書合計21万3,184件、

706万1,425円となります。 

  口座振替の手数料は、指定代理金融機関１件に

つき10.5円で、12万7,335件、133万7,009円。郵

便局取り扱い分は１件につき10円で、１万2,712

件、12万7,120円となっており、口座振替合計14

万47件で、146万4,129円となっております。 

  総合計では、35万3,231件、906万5,554円の支

払いをしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 続きまして、私のほう

から、⑵の特別徴収義務者の数と手数料の変化に

ついてお答えいたします。 

  まず、現在の給与所得に係る個人の市県民税の

特別徴収義務者数につきましては約4,100件ござ

いまして、平成26年給与支払報告書提出事業所の

数は、県外の事業所を含めまして全体で約9,000

件ございます。今後、市県民税の特別徴収義務者

の一斉指定が行われた場合には、普通徴収への切

りかえを約900件と想定しておりまして、これを

除いた約4,000件の増加を見込んでいるところで

ございます。 

  次に、手数料の変化につきましては、新たに特

別徴収義務者となる事業所からの納付件数の増加

よりも、普通徴収から特別徴収に切りかわる従業

員等のほうの納付件数の減少のほうが上回ること

が予想されます。結果としまして、手数料は減少

することになると想定しております。ただし、事

業所がどこの金融機関を利用するかによりまして

手数料のかかり方が異なりますので、現時点では

手数料を想定するのは難しいものと考えておりま

す。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございました。 

  それでは、⑴について再質問を行います。 

  市民が市に対して納めるものには、市民税や保

険料などのほか、保育料、給食費、水道料などさ

まざなものがあります。その中で、市が受け取る

ために必要な手数料について、市民が納付する方

法別で教えていただきました。全期前納のメリッ

トがなくなることで、全期前納者が少なくなり分

割払いをする市民がふえると、市が支払う手数料

は増加するのでしょうか、お伺いします。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ただいまの質問であり

ますけれども、全期前納報奨制度というものがな

くなって、どうなるのかというふうなご質問かと

思います。 

  平成25年度で申し上げますと、市県民税につい

ては、普通徴収の納税義務者は２万9,476件のう

ち5,952件、それと固定資産税につきましては、

納税義務者５万6,863件のうち３万149件がこの前

納報奨金制度を活用して納入されております。そ

んなところからしますと、納税そのほかに占める

割合は大体４割というふうなことになります。 

  これがどうなるかというふうなことでございま

すけれども、これも全ての方がというふうなこと

で申し上げますと、この方たちが各期で納めると

いうふうなことになりますと、かなりふえるとい

うふうなことになろうかというふうな想定はされ

るものと認識しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） わかりました。報奨金が

なくなったからといって、全ての方が、じゃ、も

う前納しなくなるかといえば、そうとも限りませ

んので、非常に難しい判断だとは思いますけれど

も、少し変化する可能性があるということでわか

りました。 

  先ほど伺った、金融機関によって手数料が違う

ということでしたが、そのことについてもう少し

詳しく教えていただけますか。銀行、郵便局、コ

ンビニによって差がある、コンビニが一番高いと

いうことですけれども、そういうことですか、手

数料によって違うとおっしゃっていたのは。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（中村芳隆君） ここで、先ほど答弁しまし

た会計管理者から訂正がございます。 

  会計管理者。 

○会計管理者（大島厚子君） 先ほど、⑴の答弁で、

答弁に誤りがありましたので、訂正させていただ

きます。 

  先ほど納付書合計の金額が706万と申し上げま

したが、760万1,425円となりますので、訂正させ

ていただきます。 

  以上です。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（中村芳隆君） 総務部長。 

○総務部長（和久 強君） それでは、手数料のか

かわり方が異なるというふうなことで申し上げま

した。回答させていただきました。これにつきま

しては、先ほど会計管理者がお答えしましたとお

り、それぞれ手数料が違ってくるというふうなこ

とでありますので、例えばコンビニ納付ですと

57.75円かかるわけですし、郵便振替であります

と30円というような違いがございます。そういう

ふうなところでの違いということでございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） わかりました。 

  あと、コンビニは手数料が高いのですが、コン

ビニで納付する方も非常にふえています。このこ

とについて、市としてはどのように捉えています

か、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 確かにコンビニ納付は

ふえてございます。平成25年度の状況でございま
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すけれども、12万2,109件という数字になってご

ざいます。これは年々増加しているというふうな

状況にございまして、やはりそれだけ便利だとい

うことが浸透してきているというようなことかと

思います。そんなことから、やはり手軽に税金の

ほうも納められるということで、収納環境が随分

よくなっているのではなかろうかと思います。 

  そんなことで、明確な根拠はございませんけれ

ども、収納率にも若干の好影響が出ているのでは

ないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 市民の利便性が優先され

ていて、手軽に納められることから収納率がアッ

プするということで理解いたしました。 

  納付書等に、指定代理金融機関として市民が利

用できる金融機関名が幾つか印刷されています。

これらの銀行では、手数料の金額は全て同じだと

思っていいですか。銀行だったら、銀行はどの銀

行も同じということでよろしいですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） これは市の指定の納付

用紙を持っていけば、指定金融機関あるいは指定

代理金融機関、そういうところでは料金は同じか

というふうなご質問でよろしいのでしょうか。 

  であれば、全てそれは無料ということになりま

す。 

  ただ、市の指定でない、例えば市の指定金融機

関あるいは指定代理金融機関以外の金融機関のほ

うで振り込み等をしますと、通常の振込用紙で振

り込みしなければならないということになります

ので、それについては、その納税する方、市民の

方のほうがお金がかかってしまうと、そういうふ

うな状況がございます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） すみません、税金とかを

払い込むとき、市民はお金はかからないというこ

とですね。 

  先ほど、市のほうが銀行に対して手数料を払っ

ているのが、銀行に対して１件当たり、例えば

5.25ということでしたけれども、これは市内のど

の銀行でも5.25ですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 大変失礼をいたしまし

た。 

  これは、指定金融機関であれば、その料金はか

からないということになりまして、そのほかの指

定代理金融機関のほうになりますと、手数料がか

かる。つまり、市のほうからその手数料をお支払

いするというようなことになります。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 市から払うのは5.25で、

指定金融機関というのはどちらになるんですか、

それは。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 指定金融機関はどこに

なるのかというふうなことでよろしいでしょうか。 

  本市の指定金融機関につきましては、足利銀行

ということになっております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） あと、年金から市民税等

を天引きされている方がいらっしゃいますが、そ

れらに関しても市は手数料を払っているのでしょ

うか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○会計管理者（大島厚子君） 年金のほうから天引
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きをする場合、手数料がかかるのかというご質問

だと思いますけれども、厚生年金、共済年金ある

いは企業年金などの公的年金から特別徴収として

差し引きされる市税については、直接年金から控

除し、年金組織からまとめて市の歳入になります。

そのため、市の手数料は支払っておりません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） 了解いたしました。年金

から市民税等を引かれている方に関しては、手数

料は発生しないということで了解いたしました。 

  ほかの市町村でも聞いたことがあるんですが、

一定の金融機関で、市が手数料を免除してもらっ

ているところはあるのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○会計管理者（大島厚子君） 一定の金融機関で手

数料を免除しているということですが、市のほう

としましては、市の公金を納める場合には、先ほ

ど申し上げましたように、指定金融機関、指定代

理金融機関、それと収納代理金融機関、みずほ銀

行になりますけれども、それと、ゆうちょ銀行、

そちらと協定を結んでいる、それと、コンビニと

いうふうな形になりますので、それについての手

数料については、手数料を払っている。ただし、

先ほど申し上げましたように、足利銀行さんにつ

いては無料となっているという形ですので、それ

以外の手数料無料、手数料がかかるという認識は、

こちらのほうでは捉えておりません。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） では、例えば市民の方が

その手数料を無料にしてくれている銀行を利用し

て納付する方がふえれば、市としては手数料の発

生を少しは全体的に抑えられるというふうに理解

してよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○会計管理者（大島厚子君） 金融機関の選び方等

につきましては、当市としましては、納付方法や

場所については多様に用意しておるというふうに

考えておりまして、納税者の皆様の納めやすい方

法で納めていただければというふうに思っており

ます。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） わかりました。 

  次に、⑵について再質問を行います。 

  普通徴収だった会社では、今まで従業員がそれ

ぞれ納付書を持って納付回数分納めていたわけで

すが、今後事業者は、毎月その従業員分を全部ま

とめて月に１回納めに行くことになる、全体的に

は手数料の発生は減るものというお答えだったと

思うんですが、実は、夫の経営している会社で昨

年大阪に営業所を出したところ、今年度から市民

税の特別徴収義務者に指定されました。この特別

徴収した市民税を従業員の居住している市に納付

するために銀行に出向いたところ、地方銀行から、

直接の納付は無理である、別の金融機関を１社通

すため２倍の手数料がかかると言われ驚きました。

先方の指定金融機関は都銀で、那須塩原市にはあ

りません。ゆうちょ銀行なら大丈夫かと思ったら、

これも関東と関西の壁があり、受け付けてもらえ

ませんでした。わずかな市民税を納付するために

想定外のことが発生し、戸惑ったのですが、この

ようなことは那須塩原市においては起こらないで

しょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ただいま税金を払うた

めにお金がかかった、その銀行の指定の関係でと

いうふうなお話でございました。 
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  本市におきましては、郵便局との間で収納事務

取扱に関する協定というものを締結しております。

このような場合、全国の郵便局で支払うことがで

きる振込取扱票、振込料金加入者負担というふう

なものがございます。それを事業者へ送付させて

いただきまして、振り込みをお願いしているとこ

ろでございます。それで振り込んでいただきます

と、無料で振り込めるというふうなことになって

おります。 

  ただ、市のほうとしましては、１件当たり30円

の手数料がかかるというふうな中身になってござ

います。ただ、納税者にとっては、郵便局を使っ

ていただければ無料で振り込みができるという手

だてをとっております。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございました。

市としては30円かかっている、払う側のほうは全

国どこからでも払えるように配慮されているとい

うことで了解いたしました。 

  参考までにお聞きしたいのですが、この特別徴

収義務者となった事業者が納期までに税金の支払

いを忘れた場合、ペナルティーはあるのでしょう

か。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） ペナルティーはないと

いうふうに聞いております。 

  ただ、毎月、毎月、10日以内に納めるというこ

とになっているわけでございますけれども、やは

りそれを一度ためてしまいますと、今度は一度に

たくさんの税金のほうを払っていただくというふ

うなことになりますので、やはりそれだけ負担が

一時期に大変になるということになりますので、

やはり期ごとに定められたときに納めていただけ

れば、事業者のほうも負担が軽い、そして市のほ

うもありがたいというふうなことでありますので、

よろしくお願いたします。 

○議長（中村芳隆君） １番、藤村由美子君。 

○１番（藤村由美子君） ありがとうございました。 

  4,000件ほど義務者がふえるというふうにお答

えいただいておりますので、今後、その事業者に

対しては説明会等が行われると思いますので、零

細企業にとっては事務量の増加が非常に負担であ

りますので、丁寧に説明をしていただければと思

います。 

  ちょっとわかりにくかったんですけれども、手

数料について今回伺いました。今まで税金という

のは納めればいいと思って無頓着にいたんですけ

れども、納付の際には市でも発生しているという

ことを心にとめて、参考にさせていただきたいと

思います。 

  魅力あふれるこの那須塩原市が、これから着実

に発展の歩みを進めていくには、新たな住民をた

だ招き入れるだけではなく、穏やかで引っ込み思

案な地元住民が団結して力を発揮し、願わくは市

民主導で、それが難しいならば、せめて真の市民

協働で、新たなまちづくりへと突き進んでいかね

ばならないと思っています。 

  合併10周年を機に、那須塩原市が新たな第一歩

を踏み出せることを心から願って、私の一般質問

を終わりにいたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で１番、藤村由美子君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で本日の議事日程は全

て終了いたしました。 
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  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０７分 

 




